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民生常任委員会記録 

 

１．会議日時 

  平成３０年１０月２３日（火） 午前９時５９分 開会 

                 午後４時１９分 閉会 

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

委 員 長 森 西  正  副委員長 増 永 和 起  委  員 福 住 礼 子 

委  員 藤 浦 雅 彦  委  員 中 川 嘉 彦  委  員 光 好 博 幸 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森 山 一 正         副市長 奥 村 良 夫   

市民生活部長 野 村 眞 二  環境部長 山 田 雅 也   

保健福祉部長 堤  守  同部理事 平 井 貴 志 

同部参事 川 口 敦 子  同部参事兼国保年金課長 安 田 信 吾  

高齢介護課長 荒 井 陽 子 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局参事兼局次長 岩見賢一郎  同局書記 速 水 知 沙  

同局書記 関  正 秀 

１．審査案件（審査順） 

認定第１号 平成２９年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 

認定第６号 平成２９年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計歳入歳出 

決算認定の件 

  認定第４号 平成２９年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件 

  認定第８号 平成２９年度摂津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件 

認定第７号 平成２９年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件 
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（午前９時５９分 開会） 

○森西正委員長 おはようございます。 

 ただいまから民生常任委員会を開会し

ます。 

 本日の委員会記録署名員は中川委員を

指名します。 

 認定第４号の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 堤保健福祉部長。 

○堤保健福祉部長 おはようございます。 

 それでは、認定第４号、平成２９年度摂

津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定の件につきまして補足説明をさせて

いただきます。 

 平成２９年度は、国民健康保険制度の広

域化を目前に控え、国、府の動向を注視し

しながら、府内市町村が協議、連携して、

広域化に向けた準備を進めてまいりまし

た。 

 また、本市におきましては、収納率向上

や医療費適正化に向けた取り組みを行い、

国保財政の安定化に努めるとともに、保健

事業につきましては、昨年度に引き続き、

本市の被保険者の特徴を踏まえた事業を

行う中で、健診・レセプトデータを分析し、

平成３０年度からの第２期データヘルス

計画を策定いたしました。 

 平成２９年度決算における収支は、継続

的な経営努力が評価され獲得した交付金

も踏まえ、単年度で１億７，５１３万７，

７５５円、実質収支で５億３，６１１万３，

６０１円の黒字となりました。 

 国保加入者総数は２万９５２人で、前年

度に比べ、年間平均で７．３％、１，６４

３人の減となりました。加入者の内訳を見

てみますと、一般被保険者については２万

７７４人で、前年度に比べ６．５％、１，

４３３人の減、退職被保険者等については

１７８人で、前年度に比べ５４．１％、２

１０人の減少となっております。 

 それでは、目を追って、その主なものに

ついて補足説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございますが、特別会計歳

入歳出決算書１８ページ、款１国民健康保

険料、項１国民健康保険料、目１一般被保

険者国民健康保険料は、前年度に比べ５．

１％、１億７１３万５，６５７円の減とな

っております。不納欠損につきましては９，

２０８万７，０４２円で、収入未済額は７

億７，９２４万３，６８８円となっており

ます。収納率は、一般被保険者分全体で、

現年度分が９１．４％、滞納繰越分が１５．

７％となり、前年度と比べ、現年度分が０．

４％の増、滞納繰越分が２．３％の増とな

りました。 

 目２退職被保険者等国民健康保険料は、

前年度に比べ５０．３％、２，５３９万４，

８２６円の減となっております。不納欠損

につきましては２２６万８，５７７円で、

収入未済額は１，１６８万６，１６２円と

なっております。還付未済額を除いた収納

率は、現年度分が９８．４％、滞納繰越分

が１６．４％で、前年度と比べ、現年度分

が１．１％の増、滞納繰越分が１．８％の

減となりました。 

 款２使用料及び手数料、項１手数料、目

１督促手数料は、前年度と比べ２．２％、

１万４３０円の減となっております。 

 款３国庫支出金、項１国庫負担金、目１

療養給付費等負担金は、前年度に比べ６．

２％、１億４２２万６，２３９円の増とな

っております。療養給付費等にかかる３

２％が国庫負担率となっております。 

 目２高額医療費共同事業負担金は、前年

度に比べ７．８％、６８１万７，５２０円

の減となっております。高額医療費共同事
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業拠出額の４分の１の交付を受けており

ます。 

 目３特定健康診査等負担金は、前年度に

比べ０．３％、２万６，０００円の減とな

っております。特定健康診査及び特定保健

指導に要する費用について、基準額の３分

の１の交付を受けております。 

 項２国庫補助金、目１財政調整交付金は、

前年度に比べ２．２％、１，４２４万１，

０００円の増となっております。 

 ２０ページ、目２事業助成補助金は、制

度改正に伴う国からの補助金でございま

す。 

 款４療養給付費交付金、項１療養給付費

交付金、目１療養給付費交付金は、前年度

に比べ４２．０％、４，８３２万５，８８

０円の減となっております。これは、退職

被保険者数の減少によるものでございま

す。 

 款５前期高齢者交付金、項１前期高齢者

交付金、目１前期高齢者交付金は、前年度

に比べ３．５％、１億５３６万３，９６２

円の減となっております。 

 款６府支出金、項１府負担金、目１高額

医療費共同事業負担金は、前年度に比べ７．

８％、６８１万７，５２０円の減で、高額

医療費共同事業拠出額の４分の１の交付

を受けております。 

 目２特定健康診査等負担金は、前年度に

比べ０．３％、２万６，０００円の減とな

っております。 

 項２府補助金、目１財政調整交付金は、

前年度に比べ１０．６％、６，２３４万１，

０００円の減となっております。 

 目２事業助成補助金は、前年度に比べ７．

３％、８９万２，４３５円の増で、精神・

結核医療給付及び地方単独事業による国

庫負担金減額に係る補助金でございます。 

 款７共同事業交付金、項１共同事業交付

金、目１高額医療費共同事業交付金は、前

年度に比べ２．２％、６３０万１，９３３

円の増で、１件８０万円以上の高額医療費

を対象に交付を受けたものでございます。 

 目２保険財政共同安定化事業交付金は、

前年度に比べ１．１％、２，５７３万１，

２５３円の減となっております。 

 ２２ページ、款８繰入金、項１一般会計

繰入金、目１一般会計繰入金は、前年度に

比べ１．１％、５８７万６２５円の減とな

っております。 

 目２保険基盤安定繰入金は、前年度に比

べ３．９％、２，３６２万８，６０４円の

減となっております。 

 款９諸収入、項１雑入、目１一般被保険

者第三者納付金及び目２退職被保険者等

第三者納付金は、交通事故等による第三者

納付金でございます。 

 目３一般被保険者返納金及び目４退職

被保険者等返納金は、社会保険加入による

国保資格喪失後の受診などに係る返納金

でございます。 

 目５雑入は、主に７０歳以上の一部負担

金に係る指定公費分でございます。 

 項２延滞金、加算金及び過料、目１延滞

金は、保険料に係る延滞金でございます。 

 款１０繰越金、項１繰越金、目１繰越金

は、前年度繰越金でございます。 

 次に、歳出でございますが、２４ページ、

款１総務費、項１総務管理費、目１一般管

理費は、職員給与のほか、一般事務に係る

費用でございます。 

 目２連合会負担金は、大阪府国民健康保

険団体連合会の負担金でございます。 

 目３市町村部会負担金は、近畿都市国民

健康保険者協議会の負担金でございます。 

 項２徴収費、目１賦課徴収費は、保険料
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の賦課徴収業務に係る費用でございます。 

 ２６ページ、項３運営協議会費、目１運

営協議会費は、摂津市国民健康保険運営協

議会に係る費用でございます。 

 款２保険給付費、項１療養諸費、目１一

般被保険者療養給付費は、一般被保険者が

医療機関を受診した際の給付に係る費用

等でございます。 

 目２退職被保険者等療養給付費は、退職

被保険者等に係る療養給付費でございま

す。 

 目３一般被保険者療養費、目４退職被保

険者等療養費は、柔道整復に係る費用が主

なものでございます。 

 目５審査支払手数料は、大阪府国民健康

保険団体連合会に支払うレセプト点検に

係る審査及び支払いの手数料でございま

す。 

 項２高額療養費、目１一般被保険者高額

療養費は、一般被保険者が自己負担限度額

を超えて負担した金額を支給するもので

ございます。 

 目２退職被保険者等高額療養費は、退職

被保険者等に係る高額療養費でございま

す。 

 目３一般被保険者高額介護合算療養費

及び目４退職被保険者等高額介護合算療

養費は、１年間の医療保険と介護保険の自

己負担の合計額が自己負担限度額を超え

た場合に交付するものでございます。 

 ２８ページ、項３移送費、目１一般被保

険者移送費及び目２退職被保険者等移送

費は執行いたしておりません。 

 項４出産育児諸費、目１出産育児一時金

は、被保険者の出産に際して、１件当たり

４２万円が支給される一時金でございま

す。 

 目２支払手数料は、出産育児一時金の直

接払いに係る手数料でございます。 

 項５葬祭諸費、目１葬祭費は、被保険者

の死亡に際して、１件当たり５万円が支給

される給付金でございます。 

 項６精神・結核医療給付費、目１精神・

結核医療給付金は、被保険者が精神・結核

医療を受けた際の給付金でございます。 

 款３後期高齢者支援金等、項１後期高齢

者支援金等、目１後期高齢者支援金は、後

期高齢者医療制度への拠出金で、被保険者

数に応じて社会保険診療報酬支払基金に

拠出するものでございます。 

 目２後期高齢者関係事務費拠出金は、後

期高齢者医療制度に係る事務費でござい

ます。 

 款４前期高齢者納付金等、項１前期高齢

者納付金等、目１前期高齢者納付金は、前

期高齢者の財政調整に係る納付金でござ

います。 

 目２前期高齢者関係事務費拠出金は、前

期高齢者医療制度に係る事務費でござい

ます。 

 款５老人保健拠出金、項１老人保健拠出

金、目１老人保健事務費拠出金は、廃止さ

れた老人保健事業で清算事務に係る費用

でございます。 

 ３０ページ、款６介護納付金、項１介護

納付金、目１介護納付金は、４０歳から６

４歳までの介護第２号被保険者に係るも

ので、社会保険診療報酬支払基金へ納付す

るものでございます。 

 款７共同事業拠出金、項１共同事業拠出

金、目１高額医療費共同事業医療費拠出金

は、８０万円以上の高額な医療費の再保険

事業として拠出したものでございます。 

 目２保険財政共同安定化事業拠出金は、

国保財政の安定化を目的とした保険財政

共同安定化事業に係る拠出金でございま
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す。 

 目３高額医療費共同事業事務費拠出金

及び目４保険財政共同安定化事業事務費

拠出金は執行いたしておりません。 

 目５その他共同事業事務費拠出金は、退

職医療制度対象者の抽出事務に係る拠出

金でございます。 

 款８保健施設費、項１保健施設費、目１

特定健康診査等事業費は、特定健康診査等

の実施に係る経費でございます。 

 目２保健衛生普及費は、保健事業の実施

等に係るものでございます。 

 ３２ページ、款９諸支出金、項１償還金

及び還付加算金、目１一般被保険者保険料

還付金、目２退職被保険者等保険料還付金

は、過年度分保険料の還付金でございます。 

 目３償還金は、平成２８年度事業の確定

に伴う療養給付費等負担金精算返還金な

どでございます。 

 款１０予備費につきましては執行いた

しておりません。 

 以上、決算内容の補足説明とさせていた

だきます。 

○森西正委員長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 おはようございます。 

 それでは質問をさせていただきます。 

 まず、質問１としまして、決算概要のほ

うで、２１０ページの賦課徴収事業という

のがございます。督促催告等封入封緘委託

料というのが平成２９年度から計上され

ておりましたので、改めてこの委託料の内

容についてお聞かせください。 

 質問２といたしまして、決算概要２１６

ページ、款８保健施設費、項１保健施設費、

目１特定健康診査等事業費の保健施設事

業について、決算額が４，３３７万６，９

４１円となっております。昨年度の決算審

査におきまして、当該事業において、特定

健診の受診率の維持向上が課題であると

いうふうにお聞かせいただいております。

その課題に対しまして、平成２９年度どん

な取り組みをされたのか、また、平成２８

年度と比較して受診率がどうであったか

もあわせてお聞かせください。 

 質問３番目、これ、データヘルス計画に

ついて確認しておきます。先ほども説明あ

りましたけれど、第１期のデータヘルス計

画というのが、平成２７年度から平成２９

年度までの３年間であったと認識してお

ります。当該計画の目的は、レセプト及び

健診データを活用して、より実態に沿った

アプローチによって、効果的かつ効率的な

保健事業を推進していくということと認

識しておりますので、改めまして、平成２

９年度の取り組みと、この第１期のデータ

ヘルス計画が３年間ということでしたの

で、その総括についてお聞かせください。 

 以上、３点でございます。 

○森西正委員長 答弁を求めます。 

 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 それでは、光好委

員のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、決算概要２１０ページ、督促催告

等封入封緘業務委託料の内容についてで

ございます。 

 委託業務につきましては、こちらは従前

から行っているもので、これまでは保険証

の一斉更新の封入封緘業務にあわせて、保

険証等封入封緘等業務委託料として予算

のほうを執行させていただいておりまし

た。平成２９年度は保険証の更新がなかっ

たことから、督促催告業務の委託として、

別途科目を設けて、予算を執行させていた

だいたものでございます。 
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 委託の内容についてでございますが、保

険料の納期限を過ぎても収納確認ができ

ない世帯に対する督促状、催告書の発送に

係る封入業務で、督促状につきましては納

期限の２か月後に送付、催告書につきまし

ては、督促後もなお納付が確認できない世

帯に対して、年４回送付をいたしておりま

す。 

 続きまして、特定健診の受診率向上に向

けた取り組みのご質問でございます。 

 特定健診の受診勧奨につきましては、特

定健康診査の対象であります４０歳以上

の被保険者の方に対しまして、昨年度に引

き続きまして、健診受診の電話勧奨を摂津

市の保健センターに委託して行っており

ます。電話の勧奨に当たりましては、がん

検診の無料対象となる節目年齢の方や平

成２９年度に４０歳に到達された方、社会

保険から新たに移行された、国保の特定健

診の対象となった方たちをグループ分け

をさせていただいて、効率的な実施をさせ

ていただいたところでございます。 

 そのほか、イベント等による受診勧奨等

も積極的に行ったところでございます。 

 平成２９年度の受診率の状況でござい

ますが、現在、まだ速報値としての数値と

なりますが、２９．８％と、前年度の３０．

５％を若干下回る結果となっております。 

 続きまして、データヘルス計画のご質問

についてでございます。 

 本市におきましては、第１期計画を平成

２７年度から平成２９年度の３か年計画

として実施をしてまいりました。平成２９

年度は第１期の最終年度ということもあ

りまして、保健事業の実施と並行して、振

り返り評価も行いながら第２期計画策定

に取り組んでまいったところでございま

す。 

 保健事業につきましては、主要な１０の

保健事業のうち、国保年金課としましては、

特定健康診査未受診者対策事業、特定保健

指導、若年者健診・保健指導といった生活

習慣病予防に着目した健診事業、また糖尿

病性腎症重症化予防事業といった本市の

疾病傾向に着目した重症化予防事業のほ

か、医療費適正化に向けた医療費通知、後

発（ジェネリック）医薬品差額通知事業を

行ってまいりました。 

 第２期データヘルス計画につきまして

は、引き続き、健診、レセプトの両データ

の分析を行い、本市の疾病傾向を確認する

とともに、展開した事業効果を関係課等と

協議しつつ、国保連合会のほうで設置され

ております保健事業支援評価委員会にて

指導、助言をいただきながら策定させてい

ただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 ありがとうございます。 

 じゃあ、２回目ということで、まず、質

問１の決算概要２１０ページ、賦課徴収事

業についてですね。督促催告等封入封緘業

務委託の内容についてお聞かせいただき

ました。 

 これは、電話催告等の業務委託同様に、

未納を防ぐ取り組みの一つかと思います。

なかなか効果をはかることは難しかと考

えますけれども、前年度に比べて、収納率

がどのようになっているのか、確認の意味

でお聞かせください。 

 質問２としまして、決算概要２１６ペー

ジの特定健診について、課題に対しての取

り組みと受診率についてお聞かせいただ

きました。 

 平成２９年度は若干の１％弱下がって

いるということですけれども、特定健診の
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受診率が低い理由について、どのように把

握、あるいは分析されているのかというと

ころでお聞かせいただきたいのと、その分

析結果を受けて、今後どのように取り組も

うとされているのか、あわせてお聞かせい

ただきたいと思います。 

 質問三つ目、データヘルス計画について

お聞かせいただきました。おおむね理解い

たしましたけれども、先ほどご説明ありま

したけれど、平成３０年３月に第２期デー

タヘルス計画が策定されておりまして、こ

れは、第１期は３年ということでしたけれ

ど、これは平成３０年度から平成３５年度

まで６年間の計画となっております。第１

期の総括といいますか、振り返り、先ほど

お聞かせいただきましたけれど、第２期の

中身についても触れられていましたけれ

ど、改めて、重点的に反映された内容とか、

あるいは変更点等があればお聞かせくだ

さい。 

 以上、２回目でございます。 

○森西正委員長 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 それでは、光好委

員の２回目のご質問にお答えさせていた

だきます。 

 まず１点目、保険料の収納率の状況はど

うであったかというお問いでございます。 

 平成２９年度の収納率の状況について

でございますが、保険料の還付未済額を除

く収納率は、現年度分保険料が９１．４

７％、こちら０．３４％アップとなってお

ります。滞納繰越分では１５．７２％、こ

ちら同じく２．２２％アップと、いずれも

前年度から、微増ではございますが向上い

たしております。 

 収納対策につきましては、初期未納の対

策のほか、未納とならないように、国保加

入者に口座振替による納付を勧奨するほ

か、滞納となった世帯については、収入状

況など、個別の事情をお聞きする中で、分

割納付や減免制度の活用といったきめ細

かい対応に努めておるところでございま

す。 

 続きまして、２点目、特定健診の受診率

が低い要因と今後の取り組みというお問

いでございます。 

 受診率の低迷の要因でございますが、特

定健診の未受診者の理由として、若い世代

につきましては、やはり健康に対する意識、

こういったところが少し低い。そのほか、

仕事等で時間的な課題があると、そういっ

た問題が上げられます。高齢の方につきま

しては、もう既に医療機関で治療をしてい

るといった要因が、お聞きする中ではござ

います。また、平成２９年度策定いたしま

したデータヘルス計画におきまして、健診

受診状況の府内との比較をさせていただ

いたところ、受診率全体では府内平均を上

回っていたものの、６０歳以上の方の受診

が府内平均以下という状況となっており

ます。特に６０歳代は、国保被保険者の中

でも国保の加入割合が高く、生活習慣病に

係る医療費の割合も大きく伸びることか

ら、やはり６０歳代の受診者数を伸ばして

いくことが重要ではないかと考えており

ます。 

 その中で、特定健診受診率向上の取り組

みといたしましては、電話での受診勧奨に

加えまして、未受診者へのはがきでの受診

勧奨、また市民の方が参加されるイベント

等において特定健診のＰＲを行ってまい

りました。今年度におきましても、国保年

金課のフロアに特定健診ブースを設けま

して、集団健診の空き状況の表示や窓口で

の健診の申し込みの受け付けを行うなど、

受診率の向上に取り組んでいるところで
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ございます。 

 続きまして、３点目のデータヘルス計画

についてのお問いでございます。 

 まず、各保健事業の評価につきましては、

関係課で構成する保健事業推進連絡会等

で、実施状況について確認を行いつつ、事

業評価シートを作成して、ホームページの

ほうに公開をいたしております。 

 その中で、国保連合会の保健事業支援評

価委員会では、本市の保健事業の取り組み、

こちら第１期計画の部分での取り組みに

つきましては、おおむね適正に行われてお

り、継続的に実施することが望ましいとい

う意見をいただいております。 

 重点的な部分といたしましては、やはり

引き続き健診、医療のデータ分析において、

腎不全、糖尿病、高血圧、こういったとこ

ろが第１期計画と同じく、医療費としての

大きなウエートを占めておりますことか

ら、既存の事業を引き続き強化しながら継

続していくことが重要と確認されており

ます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 ありがとうございます。 

 では、３回目ということで、もう、これ

全て要望とさせていただきます。 

 一つ目の決算概要２１０ページの賦課

徴収事業について、収納率についてお聞か

せいただきました。 

 平成２９年度は前年度より若干上がっ

ているということで、電話催告なども含め

て一定の効果が得られているんではない

かと思います。引き続き収納率向上にも精

力的に取り組んでいただきますように、要

望とさせていただきます。 

 二つ目ですね、決算概要２１６ページ、

特定健診について、受診率の低い理由と今

後の方向性について、ご丁寧にご答弁いた

だきましてありがとうございます。 

 受診率に関しましては、なかなか対策を

講じても急に上がるものではないかと思

いますので、地道に取り組んでいただきた

いなというふうに考えております。 

 また、現在、不規則な生活習慣により発

症する生活習慣病ですね、皆さんも認識さ

れていると思いますけれど、増加している

と認識しています。先ほど、６０代の方に

力を入れていかれるという話がありまし

たけれども、やはり若いころから生活習慣

を改善することで予防とか、あるいは重症

化を防ぐことになると考えますので、これ

も受診率向上に向けて、あるいは若い層に

向けて、着実に取り組んでいただきますよ

うによろしくお願いします。これも要望で

す。 

 三つ目のデータヘルス計画について、重

点的に第１期計画から反映された内容

等々につきましてお聞かせいただきまし

た。 

 当該事業は、ご説明にもありましたけれ

ど、レセプトデータとか、健診データを活

用する、ＰＤＣＡサイクルに沿った保健事

業ですね、実施を図るということが非常に

重要だと思いますし、また、それらのデー

タを活用して、科学的にアプローチするこ

とで事業の実効性を高めていくことも必

要であるかと私は考えております。引き続

き、市民の健康増進、あるいは医療費の適

正化に向けて、これも取り組んでいただけ

ますように、あわせてお願いしておきます。 

 以上で、私の質問を終わらせてもらいま

す。ありがとうございました。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 おはようございます。 
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 それでは、１点お伺いしたいと思います。 

 初めての特別会計の審査なんで、ちょっ

と論点というんですか、質問がおかしかっ

たらごめんなさい。 

 まず、この国民健康保険特別会計の考え

方なんですけれども、予算１２２億３，６

００万円ぐらいで、今回５億円ぐらい黒字

になったと、別に、喜んでわいわいという

ふうには言っておられませんけれども、こ

の中で、特別会計というのは、自分がご説

明で聞いたのは、全ての保険料収入で医療

費を賄って、それを使って、かかわってい

る人に払って、それがプラスマイナスゼロ

だったら一番いいというのが特別会計の

趣旨だと思います。 

 その中で、今回、この一般会計の繰入金、

この繰入金というのは摂津市民全員の、病

院を利用しない人も含めてのお金が一般

会計、そこからの繰入金が今１０億９，９

００万円、約１１億円ぐらいあります。本

当にこれで特別会計になっているのかな

ということをまず１点、最初にお聞きした

いと思います。 

○森西正委員長 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 それでは、中川委

員のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、国保の特別会計の原則的なお話と

してのところでございます。 

 国民健康保険につきましては、保険料や

公費等の特定の収入をもって加入者の給

付等の支出を賄うため、国民健康保険法に

基づいて特別会計を設置いたしておりま

す。また、ご指摘の国保の繰り入れにつき

ましては、国保法において法定的に、法定

軽減に対する繰り入れ、また国の通知によ

って基本的な考えが示されて、職員の給与

費とか、事務費に係る繰入金、また、出産

育児一時金などは、法定の繰り入れとして

財政措置が行われております。 

 その中で、本市におきましては、法定外

繰入ということで、保険料抑制分として、

一部繰り入れは行っているところでござ

いますが、こちらにつきましては、広域化

に向けて、解消に今後努めていきたいと考

えております。 

○森西正委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 ありがとうございます。 

 今回、一般会計の繰入金が１０億９，９

００万円ぐらいで、決算が単純に５億幾ら

か黒字だということで、私、わからないん

ですけれど、もし５億円あるんだったら、

この一般会計の繰入金額を、前年度に比べ

て１．１％、約５８７万円入れるのを少な

くしているとは言いながら、この決算が単

年度でプラスになるんだったら、一般会計

からのお金を少なくしてもいんじゃない

かなと単純に思うんですけれど、いかがで

しょうか。 

○森西正委員長 なかなか全体的な考え

方になりますので、できる範囲で丁寧に答

弁をお願いしたいと思います。 

 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 ２回目の繰り入

れのご質問についてお答えさせていただ

きます。 

 委員がおっしゃるとおり、平成２９年度

の繰り入れの金額でございますけれども、

総額で１０億９，９００万円ほど繰り入れ

をさせていただいております。先ほど申し

ました平成２９年度の繰り入れのうち、ル

ールに基づく繰り入れというのがござい

ますので、こちらは約８億３，０００万円

の繰り入れとなっております。こちらにつ

きましては、平成３０年度以降につきまし

ても、あくまでルールに基づくものとなっ

ておりますので、継続とさせていただくと
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いう形にはなります。 

 しかしながら、法定外であります約２億

７，０００万円、こちらの部分につきまし

ては、準法定とされる療養給付費等負担金

減額繰入金、これは除いた部分の法定外部

分については、今後やはり減らしていくべ

きと考えており、平成３０年度につきまし

ては約１億円の繰り入れと、予算のほうは

させていただいたところでございます。 

○森西正委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 ごめんなさい。全体的な

話がわかんなかったので聞いてます。 

 最後、３回目なので、一般会計とは違っ

て、さっき光好委員がお話ししていた、不

納欠損額って言うんですか、請求している

のにお金が入ってこないのがいっぱい、約

９，４００万円ぐらいあると。収納率が単

年度でも微増といいながらも９１．４％、

過去からの入れた１５．７％、すごいこと

だと思うんですよ、単純に。摂津市全体の

一般会計で、摂津市の一般会計３３０億円

ぐらいの市の税金で、事務報告書によると

４５６人で３，１００万円ぐらいが不納欠

損という形になっていて、これでいくと０．

０９５％になるんですか。でも、この特別

会計で見ますと、計算の仕方が合っている

かわかんないですけれど、収入未済額が単

純に７億９，６００万円に対して、歳入が

１２２億３，６００万円、６．５％ぐらい

になると思うんですよ。計算が違ってたら

申しわけないんですけれど、すごい額だと

思うんですよね。それこそ、ここにルール

というのはないんでしょうか、というか、

もうちょっと確実に、きっちりと収入がで

きるような方法論というのは今までに何

か検討されていることがあるのが、私、そ

の辺のルールとかわからないんで、単純に

言っているんですけれど、教えていただけ

ればと思います。 

○森西正委員長 保険料率、そして収納も

含めて、不納欠損とか、そういうふうな流

れも含めて、詳しくご説明をいただけたら

というふうに思いますので、よろしくお願

いします。 

○安田保健福祉部参事 保険料の収入未

済のご質問についてお答えさせていただ

きます。 

 保険料につきましては、その年に必要な

支出に対して、国保加入者の所得に対する、

応能割である所得割、加入者１人当たりに

かかる均等割、世帯にかかる平等割という

形で案分して、保険料率を決めさせていた

だいております。その中で、それぞれの世

帯に対して保険料を決定させていただい

て、保険料の請求をさせていただいている

ところでございます。 

 しかしながら、収納率につきましては、

先ほど光好委員のほうでもご答弁させて

いただきましたとおり、現年度につきまし

ては９１．４７％の収納率、約１０％の方

がその年度には納付いただけずに翌年度

に滞納として繰り越されるという、それが

過去の分が滞納繰越として残っておると

いう状況になっております。 

 滞納繰越等、収納対策につきましては、

できるだけ期限内に納めていただけるよ

うに、口座振替の勧奨や、先ほどご答弁申

しましたけれども、電話での勧奨、そうい

ったところを中心に、まずは未納にならな

い対応を行っております。 

 しかしながら、国民皆保険の中で、退職、

失業等されて、社会保険から国保に加入さ

れる方という方もたくさんおられます。前

年度の所得で保険料は算定いたしますが、

今年度は失業されて、所得が激減されてい

ると、そういった方につきましては、去年
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の所得をベースに保険料を決めてもなか

なかお支払いがしんどいという方がおら

れます。こういった方につきましては、保

険料の減免ですね、こういった部分も活用

していただくとともに、長期の納付計画と

いう形で、翌年度に繰り越してもお支払い

いただけるような形で計画を組んだ中で、

納付のほうをお願いいたしているところ

でございます。 

 最終的には、法律に基づく滞納処分です

ね、差し押さえといった部分も実施はいた

しておりますが、できるだけ未納がないよ

うな形で、丁寧に対応いたしておるところ

でございます。 

 また、不納欠損につきましては、国民健

康保険のほうでは時効が２年間という形

になりますので、税は５年ありますが、国

保は２年の間に収納ができない場合は時

効となって、不納欠損という形になってお

ります。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 ありがとうございます。 

 私、今回が初めての特別会計の審査なん

で言っておきたいんですが、この制度自体、

一般会計が１０億円も入って、お金がもら

えないのもいっぱいあって、制度として成

り立っていないんじゃないかな。逆に言え

ば、今後これが継続するとして、いい制度

だと思うんですよ、思うんですけれど、こ

れ、絶対成り行かないんじゃないかなとい

うふうに思ったから、こういうふうな稚拙

な質問で申しわけなかったですけれども。

頑張っていただきたいと思います。 

 以上です。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 それでは、決算概要２１

６ページになります。特定健診の受診につ

いては、先ほど光好委員からも質問がござ

いました。 

 まず、もともとこの予算を決めたときの

金額がございますけれども、その目標はど

うしてその数値を立てられたのか、お聞き

したいと思います。一つだけです。よろし

くお願いします。 

○森西正委員長 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 特定健診の受診

率のご質問についてでございます。 

 予算につきましては、基本的には、対象

者、４０歳から７４歳の方の被保険者数で

すね、ここの見込みから、これまでの受診

率をもとに、大体３０％の方にはなってく

るんですけれども、予算のほうを見込んで

おります。しかしながら、特定健診の受診

率というのが、基本的に算入されるのが４

月から３月まで、１年間フルに加入してお

られて受診率に換算できるという形にな

ります。特に、お若い方、４０歳代、５０

歳代の方につきましては、国保の入れかわ

りと言いますか、社会保険に移られたり、

国保にまた加入されたりと、こういった方

については、受診されていても受診率とし

て含まれてこないということもあります

ので、一定、余力を見た中での予算計上は

いたしております。 

 なかなか予算のほうに到達しない状況

ではございますが、引き続き、特定健診の

受診率向上に努めてまいりたいと考えて

おります。 

○森西正委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 現実的なことと、この計

画というのは、なかなか差があるのかなと

思います。平成３５年度の目標実施率６

０％というようなことも計画には書かれ

てありますし、なかなか理想だけでは、中
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身というのはまた違います。保険の加入、

脱退とか、いろいろあると思いますので、

その辺はよくわかるんですけれども。 

 その中で受診勧奨、はがきと電話があり

ました。私も特定健診ではなく、自分自身

は人間ドックを受けていましたので、やは

りはがきが届きました。ああ、申しわけな

いなと思いながらも、でもその返答の仕方

もなかったものですから、これは仕方がな

いなと思っているんですけれども。 

 もう一点、電話での勧奨であります。き

っと電話もかかってきていたのかもしれ

ませんけれども、私はその電話をとること

ができませんでした。そういう人っていう

のは、なかなかたくさんいらっしゃるのか

なと。最近は、やっぱり家の電話をとるよ

りも、携帯電話の時代になってきておりま

すし、以前、自分自身、仕事柄、電話での

案内というのをやっていることがありま

した。なかなか、やっぱり電話はとってい

ただけない。朝かけても、昼かけても、夜

かけても、出ていただけない。こういう経

験もいたしました。そんな中での電話での

勧奨、受診率アップにつながるように、ま

ず電話がつながる確率と言いますか、その

辺はどのように見ておられるのか、お聞き

したいと思います。 

○森西正委員長 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 それでは、２回目

の特定健診の受診率に対するご質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、人間ドックについてでございます。 

 人間ドックにつきましては、平成３０年

度から、１万３，０００円を上限として、

国保のほうでも補助事業を開始させてい

ただいており、大阪府統一の事業でござい

ます。そういったことで、健診結果をお持

ちいただく方も上半期おられますので、こ

ういった方につきましては、健診データと

して反映できますので、受診率向上にはつ

ながっているかなと。人間ドックを受けら

れた方につきましては、極力そういった申

請を活用いただければと考えております。 

 続きまして、電話での受診勧奨について

でございます。 

 受診勧奨につきましては、私どもも未受

診者対策事業の中で、やはり電話勧奨、先

ほど、グループ分けして勧奨するというこ

とでご答弁させていただいたんですけれ

ど、そこにおきましても、電話勧奨による

着信率、受診勧奨の対象者のうちの着信者

という形で目標率を掲げておりまして、平

成２９年度につきましては４２．４％の実

績が、成果があったということになってお

ります。 

 電話につきましても、国保のほうで把握

しておる電話、ご自宅だけではなく、携帯

電話の番号のほうも登録いただいている

方につきましては、そちらのほうにもお電

話をかけさせていただいております。また、

電話がつながらないとか、番号登録がない

方につきましては、はがきのほうで一斉の

ご案内もさせていただいているところで

ございます。 

○森西正委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 いろいろな形で努力を

していただいているんだなということが

わかりました。 

 ことし平成３０年度は、人間ドックにも

補助が出るということで、それでまた受診

率アップとか、報告がまずたくさんくれば

いいなと思っております。 

 そんな中で、もう一点、この健診の案内

の中に、いろいろ、どうやって受けたらい

いとか書かれてあるかと思います。そこに、

がん検診に関するクーポン、ここに、いつ
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も不思議に思っているのが、誕生月健診と

いうこの名目なんですね。 

私も、これ、見なれてなかったときは、

私は一応今月が誕生日でございますけど

も、ああ、１０月に受けてないと思ったら、

もうだめだというふうに思い込んでいた

のが数年なんですね。その辺の勘違いとい

いますか、この中を見ますと、別に関係な

く、いつでも受けられるんだということも

よく読めば書かれてあったりもするんで

すけれども、私のように、そういうふうに

思い込んでいる人とか、やっぱりばらつき

を持たせたいという一つの目的もあって、

当初の目的からすれば、今はもう、随分変

わってきているのかと思うんですけれど

も、やはりこの誕生月健診という言葉がこ

れからも入れ続ける必要があるのかどう

かということ、教えていただきたいと思い

ます。 

○森西正委員長 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 誕生月健診につ

きましては、特定健診が始まる平成２０年

度以前に、市民健診の愛称として、誕生月

に受けてくださいということで行ってい

たものを現在も引き継いでおるところで

ございます。 

 委員がおっしゃるように、特定健診とい

うＰＲといいながらも、誕生月健診という

二つの名前があって、私どもも非常に悩ま

しい部分ではございます。国保連合会のほ

うの支援評価委員会という専門家で構成

されるところでの意見でございますが、実

施方法については、一気に変えると、現状

の受診者が脱落する可能性もあると、チェ

ンジはマイナーチェンジにとどめるほう

がいいというご意見もありまして、なかな

か特定健診がなじんでおるということで

あれば、誕生月健診という名前ではなく、

健診の名称を一本化していってもいいの

かなとは思うんですけれども、やはり誕生

月に受けられるという、そういう月に受け

るというふうに決められている方もたく

さんおられることから、もう少し様子を見

て検討していきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 わかりました。 

 さまざまに、いろいろと変えたら変えた

で、またそういった結果に影響があるとい

うこともあるかと思いますけれども、先ほ

どありました若年の方たち、そして６０代

の方がなかなか受けられていないという

ようなこともあるようでございますので、

ぜひ私もその大台に近づいてまいりまし

たので、ぜひこれからはしっかりと特定健

診を受けていきたいと思っております。あ

りがとうございます。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 おはようございます。 

 それでは、いろいろ認識を確認させても

らいたいということで質問させていただ

きます。 

 まず最初に、国保の総論的な、平成２９

年度の評価についてでございますが、平成

２９年度は、先ほど説明がありました５億

３，６１１万円の黒字ということですね。

平成２８年度も黒字でしたね。平成２８年

度は３億６，０９７万円黒字ということで、

これを引きますと、単年度では１億７，５

１４万円の単年度黒字ということになっ

たと思います。 

 国保制度は、後精算制度ということで、

１年おくれていろいろ国庫補助金なんか

の精算がやってくると、概算払いになって

いますので、そういうものもちゃんと加味
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して考えておかないと、単純に黒字になっ

たという見方はちょっとまずいんだとい

うふうなことを、昔、議論しましたけれど、

そういう後精算のこととか、それから国保

を取り巻く環境ですね。先ほど、国保の加

入者が減少していますということで、一般

では６．５％、退職被保険者のほうが随分

減少しているということも、多分、全体的

に大きく影響しているんだろうと思いま

す。これ、景気の話もきっと一般被保険者

の方は社保に移行されるということでは

あると思うんですね。景気が悪くなると社

保から来られる方がふえるというふうな

傾向もあると思うんですけれど、そういう

ことも含めて、総論的に、まず平成２９年

度の国保会計はどうであったかというこ

とについて、まずご答弁いただきたいと思

います。 

 それから、次２番目ですが、ここから、

第２期保健事業実施計画、データヘルス計

画に基づいてお話をしていきたいと思い

ますが、先ほど来の話が平成２７年度から

平成２９年度までの計画ということで、国

保年金課と、それから保健福祉課とで分担

をして、それぞれの対策をとっていくとい

うことで計画になっていましたけれども、

以前お聞きした中では、摂津市は糖尿病が

多いんだと、その糖尿病で人工透析に移行

するのを阻止するんだというようなこと

を随分聞いた覚えがあります。そのための

さまざまな取り組みも、今回データヘルス

計画で行われたと。やっぱり、かなめは特

定健診、これをしっかり受けてもらうと。

ここが一番もとになると思うんですけれ

ども。後発で、心筋梗塞だと。摂津市は心

筋梗塞が多いということで、ＳＴＯＰ Ｍ

Ｉキャンペーンというものを実施したり、

この心筋梗塞のことはここには書いてい

ませんね。でも、国立循環器病研究センタ

ーと今、キャンペーンをやっていますけれ

ども、これも、当然この国保会計に大きく、

今度、左右してくることだと思うんですが。 

 この最初の特定健康診査未受診者対象

事業というのが一番目にあります。先ほど

から受診率の話とか上がっていますけれ

ども、平成２９年度、先ほど受診率が２９．

８％と言われました。これ、平成２６年度

が一番頂点で３１．６％で、それから、残

念ながら平成２７年度が３１％、平成２８

年度が３０．５％、平成２９年度が２９．

８％と、下がってきているんですよね。こ

れは非常に残念な結果になっていると思

いますけれども、まずはこの平成２９年度

で行われたさまざまな取り組みについて、

ちょっと総括的に評価をしていただきた

いと思います。 

 次に、３番目です。特定保健指導ですね。

特定保健指導についてでございますが、私

も以前に実は特定保健指導を受けました。

症候群ということでハガキをいただきま

して１回だけ受けたんです。それを実践し

まして、随分やせまして、９０キロが７７

キロまでやせたんですけれども、また戻り

ました。もう一回指導を受けませんかと言

われるんだけど、いや、もう１回受けてい

るから大丈夫ですということで言ってい

るわけですけれど。そういうことで、これ

もしっかり推進をされていると思います。

これは、平成２８年度に目覚ましい改善が

あったと思いますけれど、平成２９年はわ

かりませんが、平成２９年の実績と総括に

ついて答弁いただきたいと思います。 

 それから、４番目、若年者健診・保健指

導、早期介入保健指導事業についてでござ

いますが、これにつきましても、平成２９

年度、具体的な取り組み方法と、それから
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実績、総括についてご答弁いただきたいと

思います。 

 ５番目、非肥満血圧高値者・血糖高値者

受診勧奨推進事業についてでございます。

これも平成２９年度、具体的な取り組みと、

それから実績と総括、平成２９年度の総括

についてご答弁ください。 

 ６番目、糖尿病性腎症重症化予防事業に

ついて、これにつきましても、具体的取り

組みと平成２９年度についての実績と総

括をお願いしたいと思います。 

 ７番目、糖尿病性腎症重症化予防栄養指

導事業について、これにつきましても、平

成２９年度、具体的な取り組みと実績及び

総括についてご答弁お願いします。 

 そして、８番目、医療費通知及び後発（ジ

ェネリック）医薬品差額通知事業、ジェネ

リックに変えてくださいということです

ね。私も、実は高血圧の薬をずっともらい

に行っているんですけれど、ジェネリック

に変えてくださいとこの通知が来まして、

それを読んで、かかかりつけ医に持ってい

きましたら、随分値段が安くなりました。

ありがとうございます。ということで、平

成２９年度の具体的な取り組みの実績と

総括についてお願いしたいと思います。 

 １回目、以上です。 

○森西正委員長 答弁を求めます。 

 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 それでは、藤浦委

員の１回目のご質問にお答えさせていた

だきます。 

 まず、平成２９年度の国保特別会計の総

括というお問いでございます。 

 冒頭、部長のほうからも申しましたよう

に、平成２９年度の国保の運営につきまし

ては、翌年度に国保の広域化という、国保

制度創設以来の大改革を控えて、その準備

を進めるとともに、引き続き、収納率やデ

ータヘルス計画に基づく健康づくり、医療

費適正化等の国保財政の健全化に向けて

取り組んでまいったところでございます。 

 その中で、国保加入者におきましては、

毎年のように減少が続いておりまして、こ

れは高齢化の進展に伴い、後期高齢者医療

保険への移行、これが大きな要因の一つ。

もう一点は、ご指摘のとおり、国保から社

会保険に行かれる、逆に社会保険から国保

に来られる数が、国保から社会保険のほう

に行かれた数が多いと。これにつきまして

は、社会保険の適用拡大というのもござい

ますが、景気回復等による雇用の増加、こ

ういった部分も影響しているのではない

かなということで、国保の加入者は大幅に

減少となった状況でございます。 

 一方、歳出では、保険給付費におきまし

て、１人当たりの療養給付費が７．５％の

伸びと、ここ数年にはない伸びを示したも

のの、前年度に引き続きまして経営努力分

の国の特別調整交付金を獲得することが

できたこともありまして、単年度収支にお

いて黒字が確保できたというものでござ

います。 

 しかしながら、定率の国庫負担におきま

しては、平成２９年度の実績の確定により

まして１億円を超える超過交付がもう既

に見込まれております。そのために今年度

返還となりますことから、実質平成２９年

度の単年度収支につきましては１．７億円

のうち、１億円以上を引いた５，０００万

円前後にはなるのではないかというふう

に見込んでおります。 

 続きまして、データヘルス計画の事業に

ついてのお問いでございます。 

 まず１点目、特定健康診査未受診者対策

事業でございます。こちらにつきましては、
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先ほどもご答弁させていただいておりま

すとおり、受診率向上を目指しまして電話

勧奨、はがきによる勧奨、それと各種イベ

ント等での啓発活動を中心とした未受診

者対策事業でございます。 

 平成２９年度におきましては、電話勧奨

は６，８０２人、はがきによる勧奨は５，

６８３人に対して実施をさせていただき、

電話勧奨においても予約の獲得もさせて

いただいたところでございます。 

 続きまして、特定保健指導についてでご

ざいます。本事業につきましては、特定健

診を受診いただいた方のうち、腹囲やＢＭ

Ｉなどの基準に該当する方に対して生活

習慣改善のための保健指導を行うもので

ございます。 

 平成２９年度におきましては、対象者５

１５名に対しまして２４８名の実施を完

了することができました。保健指導率も前

年度比４．４％増の４８．２％、これも速

報値となりますが見込みとなっておりま

す。 

 続きまして、若年者健診・保健指導、早

期介入保健指導事業でございます。こちら

につきましては、１６歳から３９歳の若年

層に対する健診の実施及び生活習慣病リ

スクの高い対象者に対する保健指導を行

う事業でございます。 

 特に４０歳からの特定健診の意識づけ

の目的も含めまして、３０歳代の対象者に

は若年者健診の受診勧奨はがきを送付い

たしております。平成２９年度におきまし

ては、１，７８７人に受診勧奨はがきを送

付させていただき、そのうち１３２人が受

診し、保健指導の対象となった５５名のう

ち３４名に保健指導を実施いたしており

ます。 

 続いて５点目、非肥満血圧高値者・血糖

高値者受診勧奨推進事業でございます。特

定保健指導の対象とならない非肥満、腹囲

の基準に当てはまらない方でございます

が、非肥満のうち、血圧や血糖の基準値に

該当する方に対して電話や文書による医

療機関への受診勧奨を行う循環器系の疾

病予防及び重症化予防を目的とした事業

でございます。 

 平成２９年度におきましては、該当する

７６名に対して受診勧奨を行い、４６人の

受診を確認をいたしております。 

 続きまして、糖尿病性腎症重症化予防、

こちらにつきましては、質問番号７番、栄

養指導事業の部分も合わせてご答弁させ

ていただきます。本事業は、特定健診デー

タ及びレセプトデータから基準に該当し、

腎症が重症化するリスクのある被保険者

に対して保健指導を行い、人工透析への移

行を防止することを目的といたしており

ます。 

 抽出された対象者に事業案内を送付さ

せていただき、主治医の同意が得られた希

望者に対して１０名を上限として実施を

いたしております。保健指導の内容は面談

と電話を組み合わせて毎月主治医に指導

状況をフィードバックすることで連携を

図っております。 

 翌年度にはフォロー事業としまして、糖

尿病性腎症重症化予防栄養指導事業を実

施しておりまして、国立循環器病研究セン

ターの助言、指導をいただいたプログラム

による料理教室タイプの栄養指導となっ

ており、本人だけでなく、実際調理を行わ

れるご家族のご参加もいただいておりま

す。 

 平成２９年度におきましては、抽出され

た７０名に対して事業案内を実施し、プロ

グラムの参加に同意して、なおかつ主治医
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が必要と認めた１０名の方に保健指導を

実施いたしております。 

 糖尿病性腎症重症化予防栄養指導事業

についてでございますが、前年度に保健指

導を実施したもののうち、参加を希望され

た５世帯に年５回の料理教室型の栄養指

導を２年目のフォロー事業として実施い

たしております。対象者のうち、人工透析

に移行された方はゼロ人となっておりま

す。 

 最後に、質問番号８番、医療費通知及び

後発（ジェネリック）医薬品差額通知事業

でございます。医療費通知につきましては、

年６回偶数月に被保険者の健康に関する

意識を高めるとともに、医療費の実情をお

知らせをする目的で行っております。ジェ

ネリック差額通知につきましては、切りか

えることによって１００円以上の差額が

出る被保険者に負担軽減の提案のためお

送りをさせていただいております。 

 平成２９年度におきましては、医療費通

知は合計で６万１，８０２通、ジェネリッ

ク差額通知は５，１０２通発送し、ジェネ

リック医薬品の普及率につきましては本

市は７０．６％と高い数値となっておりま

す。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 それでは、２回目の質問

をさせていただきます。 

 まず、全体評価ということで、大阪府下

での統一の国保に向けた取り組みをされ

る中で、単年度では大体５，０００万円ぐ

らいの黒字になったということでござい

ました。ところが、１人当たりの医療費は

約７％ほど高くなってるということで、ち

ょっと特色がある。一人一人の医療費が高

くなってるということは、高額医療なども

影響しているのかもわかりません。 

 データヘルス計画においても全部に抑

制努力が中身としてはあったのかなとい

うふうにも認識をするわけですが、ことし

のノーベル医学生理学賞に決まられた京

都大学の本庶特別教授が研究されていま

したオプジーボの薬のことは、以前にも随

分高額なので話題になって議論になった

と思いますけども、当初、皮膚がんだけで

したけども、今七つのがんに効くというこ

とで飛躍的に投与がされるようになりま

して、新聞によりますと、ことし１１月で

３回目となる薬価の大幅引き下げとなっ

たということでございますが、最初に比べ

ると薬価は約４分の１になったというこ

とですね。それでも１回投与は、当初は体

重掛ける３ミリグラムとなってましたが、

この１１月から２４０ミリグラムと統一

されて、１回投与するのに４１万７，００

０円ということになって、それでもまだま

だ高い。しかし、結構身近なところで使わ

れてるというのがありまして、私の知り合

いが肺がんになられまして、やっぱりオプ

ジーボを使ってるということでございま

した。なので、身近な人まで、摂津市民で

すけどもね、結構使われているということ

もあります。そういうのが一人一人の医療

費をまた引き上げていくことに多分つな

がっているんやろうなと思うんですけど

も、それ以外にも多分高額のＣ型肝炎の特

効薬であったりとか、いろいろ開発されて

いるということでございますが、薬価の関

係と、これからの環境も踏まえて今後の見

通し、どんなふうになっていくと思われる

のか、見解を教えていただきたいと思いま

す。国保に対する環境ですね。 

 それから２番目、特定健康診査未受診者

対象事業についてでございますが、電話と
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はがきでかなりの人数に対して勧奨され

ているということでございますが、先ほど

言いましたけど、残念なことに、これが伸

びていけばほんとによかったなというこ

とになるんですけども、実はそうではなく

て、先ほど言いましたように、平成２６年

度までは伸びてきて３１．６％ということ

で伸びましたけども、その計画に入りまし

た平成２７年度から下がっていくんです

ね。３１％、３０．５％、２９．８％とだ

んだん下がってくるということで、先ほど

対象者が若い人たちも減ってきてますと

いう、それも問題になっていったのかもわ

かりませんけども、大阪府とか国は順調に

ずっと伸びていってるんですよね。摂津市

は、さっき言った平成２６年度を天にまた

ずっと下がりだして、今ほぼ大阪府の平均

と同じ、平成２９年度の大阪府平均は出て

ませんけども、同じになるのではないか。

大阪府平均が伸びてれば多分追い越され

てるということになると思うんですけど。     

全国では順調の伸びているのに摂津市

だけがそんなふうになったのかという。環

境的にいうたら全国平均と同じようにな

ったら普通だと思うんですけど、この辺は

一生懸命取り組みをされたにもかかわら

ず、なぜ伸びなかったのか、そのことにつ

いて認識をお伺いしたいと思います。 

 それから、３番目の特定保健指導につい

てでありますが、平成２８年度も比較的こ

れは国の平均をずぼっと突き抜けて、指導

を受けた人の率が上がっていますね。平成

２９年度もさらに上昇したということで

ございましたけども、改善率がいまひとつ、

それによって改善したという、私もそうで

すけどね、一旦は改善しましたけど、また

もとに戻りましたが、改善率が余り進んで

いないということについて、この辺はどう

捉えておられるのか伺いたいと思います。 

 それから、４番目の若年者健診、これも

４０歳からの特定健診の意識づけの目的

で３０代の被保険者に勧奨はがき等の勧

奨をされているということでございます。

受診者数が勧奨はがきを送られた者に対

して少ないというのは、これは年齢に達し

てないからということなんですかね、それ

とも私の認識が、３０代から送ってはるの

で、３０歳から３５歳だとまだ受けられな

いから対象者が多くて受診者は少ないと

いうことになるのか、この辺の認識をご説

明いただきたいと思います。 

 それから、５番目の非肥満血圧高値者・

血糖高値者受診勧奨推進事業についてで

ございます。平成２９年も４６人の人が受

けられたということでございましたけど

も、３年間を通じてこの事業について結果

としてどのような評価をされているのか、

まずまずの成果と見られているのか、もっ

と頑張らんとあかんというふうに思われ

ているのか、その辺の評価をお願いしたい

と思います。 

 それから、６番目の糖尿病性腎症重症化

予防事業についてでございます。これが糖

尿病の人工透析にならないようにという

戦略を組まれてやられていることだと思

いますけども、１０人という限定の中で特

別な指導をされている。当然この１０人の

方は透析に移行されていないということ

で、それはよかったなという思いでござい

ますが、ところが透析者全体としては、結

構、摂津市内にはいらっしゃって、１０人

に限定して、それで効果が大きく、ほかの

人がなってたらもっと人数をふやさない

といけないということもありますし、１０

人ということについてはどうであったの

かと。腎症の重症者に対する事業として、
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もっと拡大するべきだったのかとか、そう

いうことも踏まえた評価をお願いしたい

と思います。これは次の７番目の栄養指導

事業と一体でお願いしたいと思います。 

 それから、８番目のジェネリックの件で

すね。ジェネリックについては、改善率が

非常に高かったということで評価をいた

だきました。これは安くなるので、当然私

もそうですけども、通知を持っていったら

安くなりますからこれはええ話で、７０．

１％の普及率があったということでござ

います。 

 次の計画では目標８０％ということで、

これは達成できそうな数字ですよね。７

０％から８０％いうたらね。最初の特定健

診なんかも６０％というて倍ぐらいにせ

なあかんのに比べると、比較的達成しやす

いということになると思いますけども、平

成２７年から平成２９年、３年間の取り組

みを据えて次の計画に向けてどのように

考えておられるのかについて、取り組み等

含めてご答弁いただきたいと思います。 

 以上２回目です。 

○森西正委員長 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 それでは、２回目

のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず１点目、オプジーボ等も踏まえた医

療費の動向についてのご質問でございま

す。委員がご説明のとおり、オプジーボに

つきましては、当初、皮膚がん、悪性黒色

腫の薬として保険収載されまして、当初は

患者数が少ない状況ではございましたが、

その後、ほかのがんにも適用が拡大された

ことで、これまで多くの患者の治療に効果

が発揮されたというところでございます。 

 一方で、超高額医薬品として医療保険財

政への影響も大きく取り上げられ、国にお

きまして、緊急的な薬価の引き下げが行わ

れてきたというところでございます。本市

におきましても、平成２９年度はオプジー

ボの利用状況で見てますと、前年度の約４

倍の件数が確認されるなど、オプジーボの

広がりが見えてきております。 

 今後の医療の見通しにつきましては、ま

た新たな高額医薬品の保険適用も見込ま

れるといったうわさもございます。医療の

高度化や国保加入者の高齢化が進むこと

で医療費の上昇は避けられない状況では

ございます。引き続き被保険者の健康課題

の分析等を行い、データヘルス計画に基づ

く事業展開をしてまいりたいと考えてお

ります。 

 続きまして、質問番号２番でございます。

特定健康診査未受診者対策事業で、なぜ摂

津市内では受診率が伸びないのかという

ご指摘でございます。受診勧奨につきまし

ては、先ほども申しましたとおり電話及び

はがきによる勧奨を毎年工夫しながら実

施をしているものの、結果としては向上に

はつながっていないというところが現状

でございます。 

 受診率の要因につきましては、先ほど光

好委員のところでもご説明させていただ

きましたが、そのほかの要因としましては、

やはり地域別、年齢別といったさまざまな

要因も複合的に絡み合っているものでは

ないかというところを分析いたしており

ます。 

 続いて、保健指導改善率のご質問につい

てございます。これまでは実施率の向上に

向けた取り組み、あるいは仕組みづくりに

注力をしてまいりました。しかしながら、

今後は改善率の向上に向けた取り組みに

シフトをしていくことも重要であると認

識いたしております。 

 改善率の指標もこれまでもハードルが
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高かったということも関係はしておりま

すが、国もその基準を少し緩和をしている

ことから、対象者の目標管理や指導内容も

見直しながら行動変容を促していきたい

と考えております。 

 続きまして、若年者健診のご質問でござ

います。先ほど対象者１，７８７人に受診

勧奨はがきをお送りして１３２人が受診

ということで、受診勧奨はがきにつきまし

ては、３０歳から４０歳未満の方にお送り

させていただいております。そのうち１３

２人が受診されたという結果となってお

ります。 

 受診率に換算いたしますと、平成２８年

度７．２％でありましたが、平成２９年度

は７．４％と微増という形となっておりま

す。しかしながら、依然として低い受診率

が続いておりますことから、若年者世代へ

の健康意識が低いということは本市の課

題として捉えております。 

 続きまして５点目、非肥満血圧高値者・

血糖高値者受診勧奨推進事業の評価につ

いてでございます。３年間の受診勧奨の評

価についてでございますが、受診確認のと

れた割合が３年間の平均で約５０．３％で

あったことから、引き続き効果的な受診勧

奨が必要であるということを認識いたし

ております。 

 続いて、糖尿病性腎症重症化予防事業の

１０人限定というご質問でございます。平

成２９年度で申しますと、抽出された対象

者から糖尿病に起因しない腎臓病患者や

１型の糖尿病患者、あるいは他の疾病を併

発している複雑なケースの患者等につき

ましては、順次除外をさせていただいて、

本事業の目的に合致している７０人を抽

出いたしたところでございます。そして、

その７０人のうち、本人が希望され、なお

かつ医師の同意が得られた１０人を最終

的な対象者とさせていただいたところで

ございます。 

 また、きめ細かい対応も必要であります

ことから、予算上の課題もあって、現在対

象者１０人で実施させていただいている

ところでございます。 

 栄養指導のほうにつきましても、同じく

フォロー事業としまして事業効果を含め

て少人数で対応を行っているところでご

ざいますが、幅広いポピュレーションアプ

ローチであります保健福祉課で実施して

おります糖尿病予防教室といった事業の

ご案内等も連携しながら保健事業のほう

を対応をいたしているところでございま

す。 

 最後に、医療費通知及び後発（ジェネリ

ック）医薬品差額通知事業についてでござ

います。ジェネリックにつきましては、医

薬品の普及率が着実に伸びているものの、

まだ国の目標値には届いておらず、高い水

準ですので、伸び方も少し鈍化していくの

ではないかというところも予想されてお

ります。現状の差額通知を継続する一方で、

年代別の切りかえ率等を分析することで、

また今後はターゲットを絞った中で事業

展開を検討していきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 最後の質問にさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、国保の今後の見方についてであり

ますけども、薬価がどんどん高くなる、高

額医療になるということもありまして、な

おさらデータヘルス計画を少しでも努力

をしていただくということになると思い

ますので、これはしっかり見きわめながら、
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また次期計画を着実に成果を出していた

だけますように取り組みをお願いしたい

と思います。ほんとはここで言っておかな

あかんのですけど、後ろに計画が書いてあ

りますけども、継続というのが多いですよ

ね、これまでも継続するというのが多いの

で、さらに何か工夫を凝らせるものであれ

ば、しっかり凝らしていただきたいと思い

ます。これは要望とします。 

 それから、特定健診の受診に対してでご

ざいますが、先ほども言いましたけど目標

は、かなりハードルを上げていきますよね、

平成３５年で６０％まで上げるというこ

とでございますが、その取り組みは前年度

ほぼ同一の取り組みをやっていくという

ふうな計画になっていましたけども、いろ

いろ環境の問題もあるかもわかりません

けど、ここは創意工夫をされて、さらに伸

ばせるように、目標に近づけられるように、

ここは一つの大きな部分だと思います。早

期発見、早期治療につなげていくという部

分では大事な部分だと思いますので、これ

はぜひともしっかり取り組んでいただき

ますように要望としておきたいと思いま

す。 

 それから、特定保健指導につきましても、

これは率が非常に高いと、他市に比べて高

いということで、あとは私も結果を目指し

て頑張りたいと思いますので、結果をしっ

かり追い求めていっていただきたいと思

いますので、これも要望としておきます。 

 それから、４番目の若年者健診につきま

しても、なかなか若い人の受診率が低いと

いうことなので、これもしっかり受診率の

アップにつなげるためにも必要な事業や

と思いますし、引き続き第２期計画でも取

り組んでいただきますように、これも要望

としておきます。 

 次に、５番目の非肥満血圧高値者・血糖

高値者受診勧奨推進事業につきましても、

しっかりとこれも取り組んでください。よ

ろしくお願いします。 

 それから６番目、糖尿病性腎症重症化予

防事業について、これは予算の関係で１０

名なんだというふうにされていますけど

も、もし人工透析にいくと１人１年間５０

０万円要るんだということですので、それ

を抑える、これが１０人でとどまっておっ

たらいいんですけど、毎年１０人、１５人

とか漏れて透析になっていってる人がい

るようであれば、やっぱり予算をつけてふ

やすべきだと思いますし、数字がどこかに

載ってあったのを探せなかったんですけ

ど、結構な人数の数の透析の人がいらっし

ゃると認識をしてるんですけどね。余談で

すけども、私の住んでる千里丘の寿温泉と

いうのがあったんですけど、それが閉鎖さ

れまして、そこに糖尿病透析専門のクリニ

ックができるということで、身近なところ

に糖尿病の透析、やっぱりそれだけ透析患

者が多いということやと思いますので、需

要と供給の関係からいくと必要やからで

きるということやと思いますし、そういう

意味では、ここのところはしっかり状況を

把握して、もう少し人数も含めて強化しな

ければならないんだったらしっかり強化

していただくように、これは強く要望して

おきたいと思います。７番と合わせてです。 

 ８番は聞きました。要望しましたという

ことで、質問を終わります。 

○森西正委員長 藤浦委員の質疑が終わ

りました。 

 続きまして、増永委員。 

○増永和起委員 それでは、質問させてい

ただきます。 

 先ほどから出ておりますけれども、改め
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て５億円の黒字が出た要因、もう一度お聞

かせいただきたいと思います。 

 国民健康保険は憲法第２５条にうたわ

れています、全ての国民が健康で文化的な

生活を送ることができるという趣旨のも

とに国民皆保険制度を下支えするものと

してつくられました。国民健康保険は私と

同い年でございます。当時、国保法ができ

ました。 

 社会保険などの入っておられない全て

の方は国民健康保険に入るということが

義務づけられています。これは、保険料を

払うということが義務なのではなく、先ほ

ど安田部参事もおっしゃいましたように、

失業して全く収入がないというような方

も入らなくてはなりません。それはなぜか

と言えば、保険で治療を受けることができ

る。全ての人が、お金がなくても国民健康

保険の制度の中で救われるということが

趣旨でみんなが入らなければならないと

いうふうになっています。そのために社会

保険にはない国民健康保険の中の制度、保

険料の減免制度であるとか、医療費の窓口

負担が無料になるという一部負担金減免

制度、摂津市はこれをしっかりと活用して

いただいておりますけれども、そういうも

のも中に備わっています。世界に誇る皆保

険制度であるというふうに国も言ってい

ると思います。この国民健康保険は国が責

任を持って進める、憲法でうたわれている

ことですから、進めるということが法律的

にも社会補償制度と国保法にしっかりと

書かれています。 

 当初は、国は医療費の半額を負担をする

ということを行っていました。その当時は、

保険料もっと安かったというふうに思い

ます。今は医療費全体の半分ではありませ

ん。皆さんそれぞれ負担金、３割負担とか

いろいろ出てますし、社会保険からお金が

返ってきてるとか、さまざまなこともあっ

て、全体の医療費の半分を国が負担してい

たという最初の当時とは今は変わってき

ています。 

 そういう中で、いろいろと市町村の運営

も大変になってきているというふうに思

うんですけれども、国のほうは財政的な負

担について、都道府県が責任を持つという

ふうにこの平成３０年度からさせるよう

にいたしました。これは最後の平成２９年

度の今までの形の決算だというふうに思

うんですけれども、国は都道府県化に向け

て消費税１，７００億円分を使って社会保

障に消費税を回すという建前もあります

から、その額は非常に少ないとは思います

けれども、国民健康保険の充実のためにと

いうことでお金を投入してきています。 

 黒字の部分について、調整交付金などを

努力をしてもらったというふうなお話も

ありましたけれども、こことの絡みはない

のかということについても教えていただ

きながら、まず５億円の黒字のことについ

て、もう一度要因を教えていただきたいと

思います。 

 それから２番目に、この年度で最後にな

る共同事業交付金と共同事業拠出金の関

係、予算額と比べると大きな差異が出てる

というふうに思うんですけれども、また交

付金と拠出金も、前はどっちかが多くなっ

たり少なくなったりみたいなのが交代交

代にやってくるみたいなことがあったか

と思うんですが、これも最後の年ですので、

ここで終わりということになるので、これ

がどういうふうな流れになってこうなっ

ているのか、最終的な精算がされるのかい

うことについても教えてください。 

 それから、前期高齢者の交付金と納付金、
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これは社会保険のほうからたくさんの交

付金が入ってきてたというのがあったと

思うんですけれども、ちょっと流れが変わ

ってきてるのかなと。納付金のほうもふえ

てきているようですので、ここの背景につ

いても教えてください。 

 それから国庫支出金、先ほども言いまし

たけど、この国庫支出金が予算と比べると

大分ふえているということになるんだと

思います。この分も先ほど言った調整交付

金だけの話なのか、先ほどのは５億円全体

の話ですけど、国庫支出金全体で話してい

ただいても結構ですけども、国庫支出金が

ふえている理由というのが何なのかとい

うことについて教えてください。 

 それから、一般会計の繰入金、先ほどの

お話にもありました法定の部分と法定外

の部分があります。法定部分の中には、国

や府が摂津市の一般会計に一旦入れて摂

津市の分も乗せて、それを国保の特別会計

へ回しているという分もありますので、そ

の額が全部摂津市の持ち出しということ

ではないと思います。ほんとの摂津市の国

保のために入れるという部分、これが法定

外繰入だと思うんです。法定外といいまし

ても、法に反したお金というふうによくと

られがちですが、そうではなくて、法定で

決まった最低限の分が法定繰入で、それ以

外に摂津市が国保のためにといって入れ

る部分が法定外繰入ということになりま

す。ここがやはり摂津市の良心というか、

高い国保料を幾らかでも引き下げるとか、

減免制度で払えない方々にしっかりと払

っていただけるような生活の実態に合っ

たようなそういう保険料にするためであ

るとか、先ほど言いましたいろいろな制度

をそういう弱者の視点で入れていただい

ているお金ということになってきます。摂

津市は今までしっかり入れていただいて

ましたので、大変その点については評価を

していますが、この法定外繰入はここでは

見えてこないのでその全額と、それから、

それの中に保険料抑制分、保険料を引き下

げるために使われているお金というのが

あると思うんですけど、これを教えてくだ

さい。 

 もしできればですけど、平成２５年度も

っと法定外繰入が大きかったと思うんで

す。この金額もわかれば教えてください。 

 それから、先ほども言いましたように、

国民健康保険料は大変高いです。社会保険

は会社が半分出してくれるという部分も

ありますけれども、まず所得が全くなくて

も、収入がゼロであっても国民健康保険料

は発生します。これは社会保険とか税とか

と全然違うところですね。全く収入がなけ

ればゼロになる制度と、収入がゼロでもそ

こに保険料が発生するという、これは国保

の仕組みで問題点だというふうに思いま

すけれども、そういう形で出てきます。国

保の中には高齢者の方が多いですし、所得

が低い方、年金暮らしのなっている方々が

たくさんいらっしゃるし、さっき言ったよ

うに失業された方も入っておられる。全体

的に所得が低く、そして医療費が高くつく、

これが構造的な問題だということで、全国

知事会からも国に対して、これを何とかす

るべきだと、国の責任があると、憲法に基

づいているんだろうということで申し入

れがあって、先ほど言った、国が消費税か

ら１，７００億円ということをやったと思

います。残り１，７００億円を今まで社会

保険に入れていた部分を引き抜いて、これ

ちょっとひどいと思うんですけどね、ほん

とは国の責任で保障するなら、ちゃんと財

源をつくるべきだと思うんですけれども、
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そのお金を都道府県化に向けて平成３０

年度から入れるというふうになっている

と思います。 

 この中で、摂津市の国民健康保険の皆さ

んは、平均所得は一体幾らなのかというこ

とについて、そして、この平成２９年度の

１人当たり保険料が幾らなのか、所得がゼ

ロ円の方が何人いらっしゃるかというの

がわかれば教えてください。 

 それから、年金のみの夫婦２人世帯所得

ゼロ円のケースだと、そういう方々は平成

２９年度の国保料は幾らだったのか。平成

３０年度もわかれば教えていただきたい

と思います。 

 それから、先ほど来、たくさんお話のあ

った健診事業です。摂津市も頑張っている

けれども、成果としては数字が落ちてきて

いるみたいなお話もありました。今度平成

３０年度からの統一化の中では、頑張って

も頑張っても健康づくりに努力をしても

摂津市の医療費がそこで下がったとして

も大阪府下全体で保険料を決めるので、そ

れが国保料に反映しない、こういう形にな

ってくると思うんですね。摂津市は小さい

市ですから、摂津市が一生懸命頑張っても、

もっと大きなところが、医療費がたくさん

かかったりするとそこに飲み込まれてし

まうし、国保料というのは統一化になると、

大阪府は６年後の話ですけれども、一つの

金額、料率にまとめるというふうに言うて

おりますので、そうなってくるとインセン

ティブが働かないということを以前から

問題点としてあげられていたと思います

けれども、このことについてお聞かせいた

だきたいと思います。 

 人間ドックも始められると思うんです

けれども、これは摂津市の特定健診とかが

ん検診とか、そういうのとどういうふうに

かかわるのかということについても教え

ていただけたらと思います。 

 それから、収納率のお話もありました。

収納率上がったということで、いろいろと

努力をいただいていると思います。今まで

のお話では、収納対策としては口座振替や

分割納付、減免制度をお知らせすると、個

別にいろいろと対応して丁寧にやってい

ただいているというふうに思うんですけ

れども、ひどい差し押さえなどの滞納処分

ということについては、やはり懸念があり

ます。差し押さえの件数、それから現金化

をして収納したという分の件数について

も教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○森西正委員長 答弁お願いします。 

 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 それでは、増永委

員のご質問にご答弁させていただきます。 

 まず１点目、黒字の要因でございます。

黒字につきましては、平成２９年度単年度

で１億７，５１３万７，７５５円の黒字、

全体の実質収支としましては５億３，６１

１万３，６０１円の黒字となっております。

平成２９年度につきましては、給付費等の

大きな伸びがございました。それによりま

して年度末に不足分の補正予算を組ませ

ていただいたところでございます。 

 しかしながら、その一方で、府内市町村

の再保険事業であります共同事業におき

まして、保険給付費の増加に伴う交付によ

り持ち出しが一定賄われたというところ

で影響が吸収されております。 

 そういった中、単年度黒字１億７，５０

０万円の要因といたしましては、国の特別

調整交付金において経営努力分の交付を

前年度に引き続き獲得したこと、もう一つ

の要因としましては、給付費に係る定率国
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庫負担が概算払いとして実際の給付の定

率分よりも多く交付された、こういったこ

とが要因となっております。 

 先ほどもご答弁させていただきました

が、定率の国庫負担につきましては今年度

精算となりますことから返還が見込まれ

ております。そのため実質の黒字について

は減少するものと考えております。 

 続きまして、共同事業のご質問でござい

ます。高額医療費共同事業及び保険財政共

同安定化事業、二つ含めて共同事業の平成

２９年度の状況でございます。平成２９年

度の拠出と交付の差につきましては、高額

医療費共同事業で２，９３５万３，０６４

円、保険財政共同安定化事業で１億１，７

０２万９，６４４円、合わせて１億４，６

３８万２，７０８円、この額が拠出が交付

を上回り、持ち出しとなった額となってお

ります。 

 しかしながら、平成２８年度では２億８，

２７４万円の持ち出しとなっておりまし

たことから、持ち出し額につきましては平

成２９年度は半減となっております。 

 なお、共同事業につきましては、精算と

いうものはございませんので、平成３０年

度は広域化によって制度はなくなってお

ります。 

 続いて、前期高齢者の交付金、納付金の

状況でございます。前期高齢者交付金でご

ざいますが、６５歳から７４歳の方を前期

高齢者としまして、国保、被用者保険など

の保険者ごとの前期高齢者の偏在による

保険者間の負担の不均衡を保険者の枠を

超えてそれぞれの加入者に応じて交付金、

納付金で調整するという制度でございま

す。 

 前期高齢者加入率の全国平均額を基準

としまして、摂津市の加入率から標準的な

給付費等を出し、その額を上回る場合に交

付金が交付されるということになってお

ります。平成２９年度につきましては２９

億３，１０３万８６９円と被保険者数が減

少いたしておりますので、前年度に比べ３．

５％の減となっております。 

 一方で、納付金のお支払いのほうでござ

いますが、前期高齢者の加入割合が高いと

いうことから、基本的には交付金としてい

ただく形にはなるんですけども、納付金を

納付するという部分でございますが、前期

高齢者の納付金の加入者１人当たりの負

担調整分だけを納付金として納付してお

ります。これにつきましては、被用者保険

の負担が余りにも高くなる場合、一定負担

調整が求められているという部分でござ

います。 

 続いて、国庫支出金の予算に比べて決算

額が大きいという部分でございます。国庫

支出金につきましては、先ほど黒字のとこ

ろで申しましたとおり、定率の国庫負担金

が概算として大目に入り、今年度返還の見

込みとなっております。その部分と経営努

力分の調整交付金を昨年度に引き続き獲

得できたという部分で、予算に比べて決算

額がふえたということになっております。 

 続きまして、平成２９年度の繰入金のご

質問でございます。平成２９年度、法定外

繰入と抑制額でございますが、一般会計繰

入金１０億９，９０８万８，８６１円のう

ち、法定外繰入につきましては療養給付等

負担金減額分の繰入金、いわゆるペナ繰入

金でございますが、これの１，６６５万８

３７円を含んだ額となっておりまして、保

険料軽減分等繰入金から特定健診分も除

きますと、委員のご質問の保険料抑制分に

ついては２億２万８，０００円でございま

す。 
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 続いて、法定外の平成２５年度の繰入額

でございますが、約３億４，５００万円と

なっております。 

 続きまして、保険料のご質問でございま

す。まず、平均所得額でございますが、平

成２９年度、１世帯当たりの平均所得とな

りますが、１２６万７，１２９円がとなっ

ております。 

 １人当たりの保険料額でございますが、

決算で申しますと９万７，１０９円が１人

当たり保険料でございます。 

 続いて、所得ゼロ円の人数でございます

が、ここの人数につきましては、データと

しては持ち合わせておりませんので、済み

ませんが、所得ゼロ円世帯、年金でお二人

世帯の場合の保険料の年間の額のほうで

ございます。年金お二人、所得３３万円以

下、ゼロも同じになりますが、平成２９年

度、こちらは６５歳以上の方で計算してお

りますが、３万５１６円が年間保険料です。

平成３０年度で申しますと３万１，１５３

円となっております。 

 続いて、保健事業についてでございます。

人間ドックと健診の関係のお問いの部分

でございますが、人間ドックにつきまして

は、先ほどもご答弁させていただきました

が、平成３０年度から１件当たり上限１万

３，０００円ということで助成を開始させ

ていただいております。特定健診の受診率

にも換算できることから、受診率向上には

寄与しているものと考えております。 

 ちなみに、１０月までの助成件数で申し

ますと、現在２３件の受け付けをいたして

おります。今後、広がりが出てくると考え

られますので、がん検診等とも連携をとり

ながら受診率の向上に努めてまいりたい

と考えております。 

 あと、保健事業のインセンティブが働か

ないことについてのお問いでございます

が、こちらにつきましては、やはり先ほど

も申しましたが、本市医療費が北摂と比べ

て異常な伸びをしております。こういった

部分で申しますと、本市としましても健診

の努力等はしておるものの、結果としては

今回は他市に助けられるというような状

況かなと考えており、これからも引き続き

健診を初めとした保健事業の努力は行っ

てまいりたいと考えております。 

 続きまして、収納率について、差し押さ

え、換価の件数でございます。平成２９年

度の差し押さえの件数でございますが、１

５件となっております。換価件数で申しま

すと６９件を換価いたしております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５４分 休憩） 

（午後 ０時５８分 再開） 

○森西正委員長 休憩前に引き続き再開

します。 

 それでは、続きまして、増永委員。 

○増永和起委員 それでは、２回目の質問

をさせていただきます。 

 まず、国保の黒字の要因は何かというこ

とですけれども、大きくは一生懸命がんば

って収納率を上げるなどして、調整交付金

がふえたと。それが主な要因だというよう

なお話だったのかなと思います。ただ、そ

れだけなのかなというのがいろいろと思

うのですけれども、ずっと国保の国庫支出

金の金額を見ていきますと、平成２６年度

ぐらいからどんと金額がふえているよう

な形なんです。平成２５年度は２３億９，

５００万円ほどだったのが、平成２６年度

は２５億４，０００万円ぐらいになって、

同じく平成２７年度もそうですし、平成２

８年度はちょっと落ちて２４億円になり
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ましたけれども、また、平成２９年度で２

５億４，０００万円ということで、それま

での数字を見ると、国保の加入者が減って

きているから、いろいろと国からおりてく

る分も１人当たりの分が減ってくるから

減るのかなと思っていると、この平成２６

年度からふえているんですよね。確かにこ

の辺は市が一生懸命頑張られたというと

ころでふえている分もあるんだろうと思

うんですけれども、頑張って入ってくる分

のお金がそれまでの単価よりもふえてい

るとか、そういうようなことがあるのかな

と思ったり、また、摂津市だけではなくて、

大阪府下でも各市国保の状況を改善され

てきているというか、赤字が減っていって

いたり、摂津市と同じように黒字に転化し

ていてったりとか、そういうことがあるよ

うに聞いております。ですので、やはり先

ほど言ってました国がお金を入れる分を、

統一化を見据えてふやしてきているとい

う影響も、摂津市の努力ももちろんあるで

しょうが、そういう影響もあるのではない

かなというふうに私のほうでは捉えてい

るところなんです。細かい中身まではわか

りませんけれども、財源をふやしてもらう

ということはいいことですので、そこら辺

があるのではないかなと。収納率を一生懸

命努力して引き上げて、それは市の職員が

本当に頑張っていただいたと思っている

んですけれども、一方では、市民も一生懸

命頑張って払ったんだという部分もある

わけでして、そこはやはり市民に還元とい

うことが必要なのではないか。この出てき

た黒字をそのまま摂津市の今回、基金とし

て条例をつくられましたけれども、そこに

入れ込むのではなく、やはり市民の保険料

を引き下げることに使ってもらってこそ、

このお金がいきるのではないかなという

ことを思っているんですけれどもいかが

でしょうか。 

 それから、２番目です。共同事業交付金

と拠出金。これに予算との差があるのでは

ということでお話をさせていただきまし

た。以前は国保料をとり過ぎと違うかと。

黒字がこんなに出るのは、という話をさせ

ていただいたときに、保険給付費を見積も

り過ぎているのではないかというお話を

させていただいておりました。グラフもつ

くってお示しさせていただいたこともあ

ったと思うんです。なんと今回、ほぼぴっ

たりと予算額と決算額が合うというそう

いう形になりましたけれども、保険給付費

の予算は非常に精査された予算だったと

いうふうになるんだろうと思うんですけ

れども、この共同事業の交付金や拠出金に

ついても、こんなに大きな差を出さなくて

も予算との乖離ですね。２億円から３億円

それぞれ差が出ております。これはもう少

し本来なら精査ができたのではないのか

なというふうに、特に拠出金のほうが大き

な差が出ています。もっと出さなあかんか

ったと思っていたけれども少なかったと。

それは黒字決算にもそこは影響している

のではないのかなと。予算のときは出も入

りも同じ金額で始まりますから、これをこ

んなに出さなくて済んだということは、黒

字額に影響しているのではないかなとい

うふうに私は思います。 

 そういう予算が保険料を決めますので、

精査した金額で出していただかないと、黒

字だからよかったということにはならな

い。黒字だということはそれだけ保険料の

計算が高く見積もられたということにつ

ながりますので、ここの部分も含めてやは

りきちんと保険料に、翌年にはその差額を

返してちゃんと保険料の引き下げに使っ
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ていただきたいというふうに思っていま

す。このご答弁は結構です。 

 前期高齢者の交付金と納付金です。被保

険者が減少していくとか、社会保険のほう

も持ち出しが非常に多くなるので負担の

調整というのが入ってきているというこ

とでございました。金額的には大きくはな

いですけれども、それまでと比べると納付

金のほうが大分伸びているのかなと思い

ますけれども、そこについてはわかりまし

た。 

 国庫支出金です。先ほどもお話をしてお

りました両方一緒にご答弁いただいたら

結構かと思います。これについては、もう

少し聞かせてください。 

 それから、一般会計繰入金の中の法定外

の繰入金の金額です。先ほども言いました

ように、法定の繰り入れというのは、最低

限の繰り入れということで、これだけは絶

対やらないといけないよという法律で決

まっている分で、保険なんかでも絶対入っ

ておかないといけない保険とより手厚い

部分というのがあると思いますけれども、

そういう形でもう一つ任意の保険に入る

というようなそういう保険の場合はそう

なるんだと思うんですけれども、摂津市と

して、摂津市民に対して、国保料は高過ぎ

るから少しでも引き下げようというのが

法定外繰入の中の保険料抑制分というこ

とです。これがやはり平成２５年と比べる

と大きく今減ってきているというふうに

なっていると思います。さらに平成３０年

度はごっそりと減ってしまうという形に

なっていると思うんですけれども、やはり

これは摂津市の市民に対しての思いです

から、先ほど景気がちょっとよくなってき

たというお話もございます。けれども、年

金の方々はどんどんと年金額が下がって

いるというのが実態です。国保の加入者の

中は高齢者、年金世帯の方が大変たくさん

おられます。そういう中でやはり少しでも

保険料の負担が軽減できるようにという

ことで、保険料抑制のために頑張っていた

だいている法定外繰入ですね。減免の部分

もありますけれども、その両方とも今後減

らすのではなくて、ふやすという方向はど

う考えておられるのかということについ

てお聞かせください。 

 それから、先ほどお聞きしました、そう

したら、高い、高いというているけれども

どれぐらいなんだというようなお話です

けれども、平均所得が国保の加入者は１２

６万円だというお話でした。本当に所得１

２６万円が平均というのは、これは下がっ

てきているのではないのかなというふう

に思うんですけれども、以前は所得２００

万円に近いところぐらいまであったので

はなかったかなと思うんですけれども、や

はり高齢者がふえていらっしゃって、国保

に加入するのは、前は自営業者の方の比重

がありましたけれども、今は仕事がない年

金の方、失業されている方、非正規で働い

て会社の保険がないという方々が非常に

ふえてきているという中で、国保の加入者

の所得は大分低くなっているというふう

に思います。その中で１人当たり保険料９

万７，１０９円ということです。１０万円

近いお金が国民健康保険だけで飛んでい

く。国保は社会保険と違って、年金はまた

別に入らないといけませんから、それはそ

れでお金がいることですので、この１２６

万円の所得の方々にとって１０万円近い

年間の保険料。１０回払いですから、１万

円近い毎月毎月国保料が出ていくという

のは非常にしんどい。今、ざくっと平均の

所得と、それから、１人当たり保険料で話
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をしてますけれども、これはもちろん所得

によってそれぞれ違うわけですし、家族構

成によっても違うわけです。先ほどおっし

ゃっていただいた、所得がゼロ円で年金の

み６５歳以上、ご夫婦の場合、平成２９年

度の保険料は３万５１６円ということで

した。平成３０年はこれが値上がりになっ

てしまったというような、３万１，１５３

円というお話でしたね。摂津市は今までど

ちらかというと保険料は大阪府下の中で

は安いほうやったと思います。ですが、４

３市町村全部が出そろってはいないんで

すけれども、この所得ゼロで３万１，１５

３円。この保険料だと、大阪社会保障推進

協議会調べでは、全体の数字で１８位なん

ですね。決して摂津市は安いほうですとい

うふうに自慢できるそういう金額ではな

い。そこそこの金額になってきている。も

う少し所得の高い方々とか、子どもたちが

いらっしゃる家族が多い方々はもっと安

い。大阪府下の国保の順番の中では、低い

ほうにまだ入ってますけれども、やはり高

齢者に対しての負担がどんどんと大きく

なってきているということについては、本

当にこれから国保でそういう方々が多い

のに、そういう方々がしんどくなってきて

いるということについて、どういう認識を

されておられるのかお聞かせください。 

 それから、特定健診の問題です。人間ド

ックは特定健診は受診率に入るけれども

がん検診は今後ということは、今の段階で

はがん検診の受診率には人間ドックは入

らないということでよろしいんですね。そ

の辺も不思議だなと思いながら聞いてい

たところです。また、そこはいろいろ検討

されると思いますけれども、特定健診は二

人以上のドクターで診ないといけないけ

れども、人間ドックの中にはそうでなくて

もいける制度はあるみたいなお話もちょ

っと聞きました。それなので、両方のすり

合わせがなかなか難しいようなお話もあ

るのかと思います。市民はなかなかそうい

うことはわかりません。人間ドックを国保

が推奨してくれたらそれがいいんだとい

うふうになりがちですけれども、やはりそ

ういうような面もきちんとお知らせもし

て、また、意見を言うべきところには言っ

ていっていただいて、よりより健診になる

ようにしていただいたほうがいいのかな

というふうに思いますので、そこのところ

は要望にしておきます。 

 それから、インセンティブの問題ですけ

れども、摂津市も頑張らないとあかんとい

うようなお話でございました。豊中市が今

回大阪府の統一化をきっかけに、国保の特

定健診の中身の見直しをされまして、なん

と引き下げを行ってはるんですよ。今まで

豊中市の健康診断の中でやってきたいろ

いろな項目をやめてしまって、統一基準の

みにしたというふうに、これも大阪社保協

がキャラバン行動といって各市に回って

いろいろお話を、摂津市ももうすぐですけ

れども、聞いてくる中で、そういうことが

わかったっということです。インセンティ

ブの問題というのがやはり健康診断とか、

そういう健診の取り組みを頑張って、それ

がそこの市の国保財政に、頑張ったら頑張

った分がちゃんと影響して保険料が引き

下げられるとか、そういうことにつながる

んだったら、そういうインセンティブも働

くということになるんだと思うんですけ

れども、今大阪府が進めようとしている統

一国保というのはそういうものではなく、

頑張れとはいうけれども、では、それをや

ったから何になるかというと、それは保険

料にははね返らない制度なんですね。大き
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な豊中市などが統一基準でいいやと、医療

のそういうものは保険料に影響しないん

だからということになってしまうと、摂津

市の中で一生懸命頑張っても、なかなかそ

れが大阪府下の保険料引き下げには働か

ない。この問題というのは、本当に統一化

によって医療を頑張ろうという思いがく

じけていくということにつながりますし、

健康寿命を延ばそうと国も言っているわ

けですけれども、それを後ろ向きに引っ張

るようなそういう働きになるのではない

かなというふうに思うんですけれども、そ

こについてお考えをお聞かせください。 

 それから、滞納の問題です。差し押さえ

１５件と換価が６９件ということで、以前

にしていた差し押さえの分を換価したと

いうことかなというふうに伺ったんです

けれども、１５件ということですから、そ

う多くはないというふうに認識をしてい

ます。できる限り無理のない形で先ほどお

っしゃっていただいたように、一人一人に

寄り添った収納をお願いしたいと思って

います。以前には、いろいろと子どもたち

の問題で対応していただいているとお聞

きもしていますので、そこの世帯、世帯に

寄り添っていただきたいなと思います。統

一化の中でこれが崩れてしまわないよう

に、高過ぎる国保料で収納率が下がれば、

そういう寄り添った対応というのもなか

なかできなくなっていくという可能性あ

りますけれども、ぜひ、ここは頑張ってい

ただきたいと思っていますので、よろしく

これはお願いしておきます。 

 ２回目の質問は以上です。 

○森西正委員長 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 それでは、増永委

員の２回目のご質問にご答弁させていた

だきます。まず、質問番号１番、黒字の部

分でございます。黒字を市民に還元するこ

とについての考えでございます。 

 今後の国保運営におきましては、広域化

の財政運営のもと、市町村ごとの保険料収

納必要額が示されることとなっておりま

す。既に平成３０年度の統一保険料が示さ

れ、本市におきましては、本来集めるべき

保険料とこれまでの水準に差が生じたこ

とから、府交付金や法定外の繰り入れによ

り、保険料の激変緩和を行ったところでご

ざいます。平成３１年度以降につきまして

は、今回の黒字を確保した中、法定外繰入

にかわる激変緩和財源として黒字を活用

する形で還元していきたいと考えており

ます。 

 次に、国庫支出金のふえた要因でござい

ます。国庫支出金の予算がふえていってい

るという部分でございますが、療養給付費

の定率３２％とか、調整交付金、また特別

調整交付金というのが主な内容となって

まいりますが、定率国庫負担金の３２％分

につきましては、医療費だけでなく、後期

高齢者支援金、介護納付金、こちらの３

２％も定率でいただくことになっており

ます。医療費の増もございますが、こちら

の後期高齢者支援金、介護納付金も年々１

人当たりの負担がふえてきておりますこ

とから、こういったことが増加の要因にな

っているものではないかと。また、決算に

おきましても、特別調整交付金の経営努力

分が過去平成２２年度から平成２９年度

までで約７回いただいておるということ

もありますので、ここは全市町村がもらえ

るのではなく、上位１５市だけがもらえる

という部分になりますので、こういったも

のが継続的に獲得できたと。平成２９年度

はまた、保険者努力支援制度の前倒しとい

うことで、平成３０年度から本来なってお
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りました国庫の交付金が前倒しでいただ

けたというのもふえている要因と考えら

れます。 

 続きまして、繰入金をふやす考えという

お問でございます。法定外の繰り入れにつ

きましては、これまで国保に対する財政支

援については、法定の繰入金であります保

険基盤安定制度におきまして、低所得者軽

減の拡充や保険料抑制に向けた計２，２０

０億円の財政支援の拡充に続きまして、平

成３０年度も１，７００億円の公費拡充が

行われることになっております。財源にお

きましても、消費税、被用者保険の方の負

担を求める中のものとなっておりまして、

そのような状況のもと、国保の運営におき

ましても、法定外繰入に頼らない財政運営

が求められております。本市におきまして

も、できる限り黒字を活用した中で保険料

の抑制、激変緩和に努めてまいりたいと考

えております。 

 続きまして、保険料水準の上昇について

でございます。保険料の水準につきまして

は、国保のみならず、被用者保険におきま

しても、高齢化の進展に伴う給付費等の増

により、保険料水準を維持し続けることは

やはり困難な状況となっております。新た

な仕組みのもと都道府県が国保事業運営

に必要な財源として、市町村ごとの被保険

者数や所得水準に応じて、事業費納付金を

決定することとなりますことから、市町村

は事業費納付金の納入に必要な財源とし

て保険料を賦課する必要がございます。繰

り返しとなりますが、できる限り黒字を活

用しながら、保険料の抑制を激変期間内に

おいては行ってまいりたいと考えており

ます。 

 最後に、保健事業のインセンティブの部

分でございます。豊中市を例にお話をいた

だいたのですが、各市さまざまな取り組み

を行っていて、広域化にあわせていろいろ

と変更等も生じております。その中で保健

事業、特に特定健診につきましては、大阪

府としましては、国の基準だけではなくプ

ラスアルファとして検査の項目をふやし

ているという部分もありますので、トータ

ルでいいますと全体的に底上げができて

いるのではないかなと。 

 また、本市のように人間ドックの補助等

も全体でやることになっておりますので、

保健事業に向けてインセンティブがそれ

ぞれ働いてくるのではないかなと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 増永委員。 

○増永和起委員 国保の黒字はあるけれ

ども、広域化で本来あるべき保険料、それ

に向けてあわせていかないといけないの

で、保険料を引き下げというのができない

というお話でした。一般質問でもそのこと

はさせていただいて、パネルも使わせてい

ただいたんですけれども、そのパネルのも

とになったのは国保運営協議会の表です。

この国保運営協議会の表を見せていただ

きますと、摂津市がつくっているものです

けれども、平成２９年度１人当たり国保９

万７，０４４円。これが平成３０年度のあ

るべき保険料ということでおっしゃいま

したけれども、これは大阪府が示している

標準保険料率というものですね。全国の都

道府県がそうですけれども、各市町村に標

準はこれぐらいですといって示すと。見え

る化というんですか。そういうことでやり

ましょうということでやっておられる分

です。全国では都道府県の統一の保険料で

はなく、それは参考の金額ということでお

ろされてきているという分です。何回も言



－32－ 

っていますけれども、法律としては市町村

が国保料率については決めるということ

は何ら変わっておりませんので、大阪府が

言っている統一ということについては何

の法的根拠もありません。大阪府がこうし

ましょうと言っているということで、市町

村が嫌ですと言えばそれだけで済む話な

んですけれどもね。そういうものです。 

それで標準の保険料率は幾らかといい

ますと、平成２９年度で１０万７，０４３

円、摂津市の平成２９年度の金額よりも１

万円、１人当たり高いと。今既に。これが

この運営協議会の表に書いてあるように、

医療費の高騰や何やとかいろんなことが

あって、年々上がっていくでしょうという

予測なんですね。自然増により毎年その標

準保険料率そのものがアップしていく。そ

れを追いかけて摂津市は、平成３０年度、

１人当たり２，０００円の値上げをしまし

たけれども、大阪府の値上げ幅よりも標準

保険料率の上がり方よりも急勾配で上が

っていきますというのが摂津市が運営協

議会に示されたこの表の中身だというふ

うに思うんです。今ですらひとり１万円の

開きがある。簡単に、単純化すれば、４人

家族なら４万円です。それがさらに上がっ

ていく。どこまでいくんだということで、

非常に市民の中でも不安感があるもので

ございます。これは大阪府がこの金額にし

ろといっているだけのことで、何の法的根

拠もありませんので、別にこれに従わなく

てもいいわけです。今でも高過ぎる国民健

康保険料ですからね。そこのところはしっ

かりと考えていただきたいと思います。 

摂津市は今一生懸命頑張っていただい

ているおかげで、そうして財政も安定化し

ています。財政安定化ということでいうな

ら、大阪府の統一化に入るということはそ

れは反対に国保料がどんどん高騰してい

って、収納率もどんどん悪くなっていって、

先ほどおっしゃっていた国からのそうい

う調整交付金などもこれからも市町村に

向けてあると思うんですけれども、そうい

うものももらいにくくなっていく。そうい

うこともあり得るわけですね。そういう中

でこれをどうやっていくのかどうかとい

うことですね。これについて何がメリット

だと思っているのか。この大阪府の統一化

をやっていく摂津市のとってのメリット

ですね。今言ったように財政安定化、摂津

市の国保はもう財政安定化しているんで

す。大阪府はどこへいっても同じ所得なら

同じ保険料。これが大阪府が言ってはる統

一保険料のスローガンでした。けれども、

この前、私も一般質問させてもらいました

が、大阪府が言っているこの分担金が払え

ない場合、保険料が集まりきらなかった場

合、それは摂津市はこの５億円を財源にし

て、それで何とかというふうに思ってはる

わけですけれども、そういうものがないと

ころは大阪府が所有している基金、これは

大阪府の財源ではないです。国の財源です。

これを借りなければしょうがいないと。こ

れを借りるとすると、その返済は次の国保

料に上乗せをして、一般会計繰り入れをせ

ずに集めなさい。つまり、そこの借金した

ところだけは大阪府下はどこにいっても

同じ所得なら、同じ保険料にならないとい

う、そういうルールをもう既に大阪府はつ

くっているんですよ。このスローガンどお

りではないということがもうはっきりし

ているわけです。あと、考えられるとした

ら、今入れている一般会計を引き上げるこ

とができるぐらいしか、摂津市のメリット

というのはないのではないのかと思うん

です。これは大阪府が一般会計繰り入れを
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してはいけないといっているから、大阪府

が言っているから仕方がなく引き上げる

んですという言いわけができるというこ

となのかというふうに思うんですけれど

も、そうではない、これは大阪府が言って

いる統一化。やればこんなにすばらしいこ

とがあるんだということがおありなら教

えていただきたいと思います。 

 それから、大変高い国民健康保険料です。

そういう中でインセンティブ。今大阪府は

国よりもいろいろやっているというお話

もありましたけれども、なかなかインセン

ティブが働かない豊中市の例も出しまし

たけれども、そういう中で箕面市がおっし

ゃっているのは、特定健診、がん検診とも

受診率が大阪府下トップです。すごく頑張

って健診をやっておられます。その中で医

療費水準を加味しない国保保険料率には

反対だと明言している。昨年度、４回ぐら

いそのことを大阪府にも意見表明したと。

今年度も同様ですというようなお話を大

阪社保協のキャラバンの中で言っておら

れるそうです。医療費水準を加味しない国

保統一保険料には反対というふうにおっ

しゃってますけれども、医療費水準を加味

したら統一保険料にならないんですね。加

味しないから統一保険料になるというこ

とで、つまり統一保険料に反対しているわ

けですよ、箕面市は。こういう市もあるん

です。東大阪市も今考え中というようなお

話をいうてはります。６年間の中には、ま

だまだ３年ごとに見直しというのがこの

国保運営方針の中にも書かれていますか

ら、実際に統一化をするかどうかというの

は、これからの話で、こうやって各市町村

に権利がありますから、自分たちでこれは

一緒にやるのはどうなのかなというふう

に思えば、それはできなくなっていくわけ

ですね。こういうことに本当に従っていく

のかということについて先ほども言って

ますけれども、ご意見を聞かせていただき

たいと思います。 

 もう一つ、国保の黒字の話ですけれども、

厚生労働省が出している都道府県の国保

の運営方針の策定要領でございます。これ

は都道府県のことが書いているんですけ

れども、市町村は赤字のところが多いから

早く解消しなさいというようなことが書

いてあります。都道府県なんですけれども、

都道府県はこれから運営をしていくんだ

けれども、国保というのは単年度の会計を

するということが原則だということが書

いているんですね。市町村における事業運

営が健全に行われることも重要であるた

め、都道府県特別会計において、必要以上

に黒字幅や繰越金を確保することのない

ように、市町村の財政状況をよく見きわめ

て留意しなさいということが書かれてい

ます。つまり、赤字ももちろん余りよくな

いけれども、黒字も喜ばしいものではない

んだということを国は言っているわけで

す。これはご存じだと思いますけれども。

だから、ため込んだらいいわけではないよ

と、都道府県に対してくぎを刺しているわ

けですよ。これは市町村の国保でも言える

ことだと思います。国保は単年度で考える。

累積赤字のために値上げはしないと摂津

市はずっと言ってこられました。 

 ですから、黒字になったときは次の年に

返しなさいというふうに都道府県に対し

ての策定要領では書いているんですよ。こ

ういうことは国保の原則としてやはり都

道府県だけではなく、摂津市も黒字につい

ては返すべきだと思います。大阪府の統一

化に従うとするから返せないんです。それ

に従わなければ返せるわけですから、ぜひ、
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それを考えていただきたいと思っている

んです。先ほどからのお話と関連しますか

ら、そこで言っていただけると思いますけ

れども、よろしくお願いをいたします。 

○森西正委員長 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 それでは、統一化

にかかわりますさまざまなご質問でござ

います。広域化に伴ってまず一点目、メリ

ットがないのかというお問いでございま

す。 

 短期的に見た場合は、委員がおっしゃる

ように、保険料水準の引き上げなど、ご意

見はご理解をいたします。しかしながら、

高齢化により、医療費等が伸び続ける状況

のもと、市町村単位の運営である現行制度、

平成２９年度までの制度においても、保険

料水準の引き上げは避けられなかったの

ではないかと考えております。今回の改革

は高齢化が進展する中で将来世代に向け

て持続可能な医療保険制度を構築するこ

とが大きな目的となっております。そうい

った意味からも、やはりまずは国保の制度

を守っていくというのが一番の使命であ

ると考えとおります。 

 続きまして、統一化に従っていくのかと

いうお問いでございます。ここにつきまし

ても、今先ほどの答弁と同じにはなります

が、こちらは法律上財政が一本化され、都

道府県内で一つの国保ということになり

ました。そういう中でやはり被保険者間の

負担の公平という部分が求められており

ます。本市におきましても、統一のルール

に従って運営していく。これが大事である

と考えております。 

 最後に、平成３０年度の黒字の還元とい

う部分でございます。先ほどの答弁と同じ

になってしまいますが、翌年度、この黒字

を還元という形におきましては、激変緩和

期間において、保険料を抑制するという形

で還元していきたいと考えておりますの

で、一気に保険料引き下げに使ってしまう

と、その翌年度はね返りが大きくなるとい

うこともありますので、計画的な運営によ

って還元はしていきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 増永委員。 

○増永和起委員 今、都道府県化のお話と

大阪府の統一化のお話をまぜてお話され

たように思います。私たち日本共産党は国

がやっている都道府県化についても医療

の削減ということと結びついております

ので、決して賛成はしておりません。しか

し、都道府県化は法律で決まっているもの

ですから、平成３０年度から始まっていま

す。私はここを問題にして今お話をしてい

るわけではありません。大阪府が国保の統

一化、これは法的にも何にも根拠のないも

のですし、全国的にも特殊な例です。こん

なに国保の制度をあれもこれも全部統一

するというのは大阪府だけです。統一保険

料についてもわずかな都道府県しかそれ

をやろうとはしておりません。まだできて

いませんし、大阪府がやろうとしているこ

の統一化について何のメリットがあるん

ですかというふうにお聞きをしているん

です。全国的な都道府県化のことと分けて

もう一度お答えいただきたいと思います。 

 それから、法定外の繰り入れに関しても、

国のほうは全てがあかんといっているわ

けではないんです。赤字とみなされるもの

はだめだということをいっているわけで

す。例えば、市町村でこういう独自減免を

やろうということで、それを法定外の財源

でやるということについては国は認めて

おります。多子減免、たくさんの子どもが
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いてはるご家庭について、社会保険なら子

どもが何人いてようと同じ金額ですけれ

ども、国保はひとり頭幾らというのがあり

ますから、そういうところについては、国

保料が高くなりますから、この都道府県化

の中でですね、全国で幾つか、これを独自

に減免するというふうなことを新たにや

るというような市町村も出てきています。

ところが大阪府はこういうことも許さな

いわけですよね。これは国が言っている法

定外の繰り入れのこれはやってもいい、こ

れはやってはいけないというルールも国

が言っているとおりにやろうとしないで、

全部大阪府の統一なんだ、それ以外にはだ

めなんだというふうにいっているわけな

んですよ。しかも財源は保険料の入ってい

る国保の会計の中からそれを充てるとい

うふうなことを言っています。 

 こういう本来市町村が、国も認めてて、

大いにやっていこうと思えるようなこと

すらできない。こういう大阪府の統一化で

一体何のメリットがあると思っているの

かもう一度お答えください。 

○森西正委員長 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 大阪府の統一化

の部分でございます。 

 何度も同じ答弁にはなってしまいます

が、一つの国保ということで大阪府として

何が一番いいのかということで、この２年

間協議を進めてこられました。確かに、委

員のおっしゃるとおり、さまざまな部分、

部分によっては市町村のやはりデメリッ

トとして出てくる部分はございます。 

 しかしながら、財政が一本化されるとい

うことがこれは法律上決まっております。

その中で何が公平性、市町村にとって公平

なのかというのが議論をされた結果、やは

り統一していくべきだろうということに

なったわけでございます。本市におきまし

ても、市町村間による保険料の差異が生じ

ておりますが、ここは将来的には統一すべ

きと考えております。その中で６年間の激

変緩和において、できるだけ負担のないよ

うな形で進めてはいきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 増永委員。 

○増永和起委員 同じ答えだというお話

なので、私もこれ以上言っても仕方がない

なと思っているんですけれども、今、おっ

しゃっておられるのは、説得力がありませ

ん。何も統一化のメリットが出てきていま

せん。統一化というているから統一するん

だというふうにしか聞こえません。統一を

するだけの市民にとっての大きなメリッ

トがないのならやめるべきですし、箕面市

のようにうちはうちの独自があるという

ふうにおっしゃることが大事だと思いま

す。大阪府下の市町村が幾つかそういうと

ころが出てきたら、統一化そのものが崩れ

るんですよ。統一ではないです。ですから、

摂津市としてどうするのか。市民の立場に

立ってしっかりと考えていただいて、まだ

まだ先の話ですし、３年後には見直しもあ

ります。ですので、そういうことをしっか

り考えていただいて、市民のために取り組

んでいただくようにお願いして、私の質問

を終わります。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午後１時４０分 休憩） 

（午後１時４１分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 
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 次に、認定第８号の審査を行います。本

件については、補足説明を省略し質疑に入

ります。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 せっかくでございます

ので、質問を何点かさせていただきたいと

思います。 

 まず一点目ですけれども、健康診査につ

いてでございます。大阪府後期高齢者医療

広域連合では、生活習慣病の早期発見のた

めに健康診査を実施されていますけれど

も、どのようにされているのか。また、本

市がどのようにかかわっているのか。そし

て、平成２９年度での受診率、実績につい

て総括ができればお願いしたいと思いま

す。 

 それから、二点目、人間ドックの助成事

業です。同じく大阪府後期高齢者医療広域

連合では、人間ドックの助成制度がありま

すが、平成２９年度の助成された実績につ

いて総括ができればお願いしたいと思い

ます。 

 以上です。 

○森西正委員長 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 それでは、藤浦委

員のご質問にお答えさせていただきます。 

 後期高齢者に関する健診の実施につい

てでございます。後期高齢者医療におきま

しても、国民健康保険と同じく摂津市の保

健センターでの集団健診及び大阪府内の

医療機関での個別健診の受診が可能とな

っております。市のかかわりにつきまして

は、対象者への受診券の発送やお問い合わ

せへの対応のほか、イベント等による受診

勧奨を行っております。平成２９年度の受

診率の実績でございますが、人間ドックも

含んだ件数となりますが１，８２５件の受

診件数、受診率で申しますと２０．４８％

と。前年度から若干ではございますが上昇

いたしております。 

 続きまして、人間ドックの助成について

のご質問にお答えさせていただきます。 

 人間ドックの助成につきましては、年度

中に１回、２万６，０００円を上限に費用

の一部を助成いたしておるもので、平成２

９年度の実績は２５件の助成を行ってお

ります。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ありがとうございまし

た。 

 市のほうの恒常の取り組みは先ほどあ

りましたけれども、国保の特定健診審査等

実施計画をつくってやっているわけです

けれども、大阪府の後期高齢者医療広域連

合でもやはり同じようにそんな計画をつ

くって進捗率の向上を図っておられるの

か。その辺の計画などについてわかれば教

えていただきたいと思います。 

 それから、人間ドックの助成については、

私は今回のを今まで知らなくて勉強して

いて認識をしたわけでございますが、私が

知らなかったから周知が悪いと言ってい

るわけではないですけれども、どういうふ

うに広域連合が周知を図っておられるの

か。この制度のことについて、これもわか

れば教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○森西正委員長 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 それでは、２回目

のご質問にお答えさせていただきます。大

阪府後期高齢者医療広域連合における計

画についてでございますが、広域連合にお

きましても、平成２７年３月に平成２９年

度までの３か年を計画期間として、第１期

のデータヘルス計画を策定いたしており
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ます。その中で１人当たりの医療費が全国

と比べ高い水準となっていたことから、健

診未受診者対策、重複頻回受診への訪問指

導といった保健事業が実施されておりま

す。平成３０年度以降につきましても、本

市と同じく６か年計画として第２期のデ

ータヘルス計画が策定されたところでご

ざいます。 

 続きまして、２番目、人間ドックの助成

についてでございます。人間ドックの事業

につきましては、平成２２年度より実施が

行われており、周知につきましては、広報

誌、ホームページのほか、後期高齢者被保

険者証更新時に同封しております後期高

齢者医療制度のしおり、また健康健診受診

券の送付時のチラシ等におきまして、人間

ドックの助成のお知らせを行っていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 それでは、３回目の質問

となりますけれども、同じように、広域連

合においてもデータヘルス計画をつくっ

て受診率を上げられているということで

ございました。摂津市のまちごと元気ヘル

シーポイント事業においても、後期高齢者

の方も比較的いらっしゃっただろうと思

うわけですけれども、そういう方たちも幾

らか受診率の向上と健康づくりについて、

これは後期高齢者医療保険のほうになる

と思うんですけれども、貢献もされている

んだろうと思いますけれども、そういう見

解。どういうふうに見られているかお尋ね

したいと思います。 

 それから、もう一点は、人間ドックの助

成の周知ですけれども、いろいろ行ってい

っていると思いますので、これからも引き

続き、後期高齢になりますといろんな方が

いらっしゃいますので、２５件が多かった

のか、少なかったのかということもありま

す。できるだけそういう周知をさらに努め

ていただけるように、これは要望としてお

きたいと思いますので、一点だけお願いし

ます。 

○森西正委員長 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 健康ポイント事

業での後期高齢世代というところでのご

質問でございます。ヘルシーポイント事業

における後期高齢者世代の影響について

でございますが、ヘルシーポイント事業で

は、健診や各種健康づくり事業に参加して

いただく中でポイントをためていただき

景品を受け取るという、楽しみながら健康

になっていただく事業で、健診受診やウオ

ーキング等、後期高齢者の方にも参加しや

すいものとなっております。 

 参加者につきましても、全体のうち７０

歳代を占める方の割合が一番高かったと

いうことから、後期高齢者世代の健診受診

率向上や健康づくり等にもつながったの

ではないかと考えております。 

○森西正委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 後期高齢者の健康づく

りについても、しっかりと取り組みながら、

これは後期高齢医療制度のほうになりま

すけれども、そちらもしっかりと、とにか

く健康で長生きをしてもらうということ

が大きな目的でして、保険料が下がるとい

うことよりも、健康で長生きしてもらうと

いうことが大事なことでございますので、

さらにそういった取り組みを進めていた

だけますようお願いして、要望としておき

ます。 

 以上です。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 増永委員。 
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○増永和起委員 後期高齢者医療保険に

ついての質問をさせていただきます。 

 この平成２９年度はそれまで国保だと

か、社会保険に入っておられた方が後期高

齢者の医療保険に入ることによって、特例

軽減というのも設けられてきたと思うん

ですけれども、その廃止が始まった年だと

思います。制度の説明を教えていただきた

いのと。こんなふうに廃止されていくとい

うのも教えていただきたいと思います。摂

津市の中に対象者がどれぐらいいらっし

ゃるのかそれも教えてください。お願いい

たします。 

○森西正委員長 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 それでは、増永委

員のご質問にお答えさせていただきます。

後期高齢者の方の特例軽減についてでご

ざいます。保険料の特例軽減につきまして

は、平成２０年度の制度施行以降、激変緩

和の観点から行われておりましたが、制度

の持続性を高めるため、世代内の負担の公

平を図り、負担能力に応じた負担を求める

観点から見直しがされております。 

 見直し内容につきましては、２点ござい

まして、所得割額の特例軽減と被用者保険

の被扶養者であった方に対する特例軽減

が見直しとなっております。 

 一点目、所得割の特例軽減につきまして

は、保険料の算定に用いる基礎控除後の総

所得金額が一定以下、５８万円以下の場合、

所得割額が平成２８年度までは５割軽減

となっておりましたが、平成２９年度には

２割軽減。平成３０年度に本則どおり、要

は軽減なしとなっております。 

 もう一点、被用者保険の被扶養者であっ

た方に対する特例軽減でございます。これ

につきましては、もともと後期高齢に移行

する前は、社会保険の扶養であって、保険

料負担をする必要がなかったという方で

ございますが、こちらにつきましては、保

険料の均等割額について、平成２８年度ま

では一律の９割軽減となっておりました

が、平成２９年度に一律７割軽減、平成３

０年度に一律５割軽減、平成３１年度に本

則どおりとなり、資格取得後２年を経過す

る月までは５割軽減という形になります。 

 影響人数のご質問でございますが、一点

目の所得割の特例軽減の影響人数は平成

２９年度末時点で１，０８９人、被用者保

険の被扶養者であった方に対する特例軽

減の人数は平成２９年度末で２７２人と

なっております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 増永委員。 

○増永和起委員 所得割のほうの軽減が

減らされる部分では１，０８９人、被扶養

者であった方は、２７２人ということで、

摂津市でも大きな影響があるんだという

ことがわかりました。これは全国的には７

５歳以上の６割近い９１６万人が対象に

なるというふうに言われておりまして、保

険料が２倍から１０倍にはね上がるとい

う大変なことです。低所得者の方を狙い撃

ちにしたものだというふうにも言われて

います。これも摂津市が決めたことではあ

りませんけれども、影響が大きくなってい

くというふうに思いますので、ぜひ、しっ

かりと対応もしていただいて、年金額が先

ほども申しましたように、どんどん下がっ

ていきます。消費税の増税というようなこ

とも政府のほうはこれから考えています。

そういう中で医療保険が高額になるとい

うことについて、ぜひ、摂津市からも声を

上げていただいて、この特例軽減の廃止に

ストップをかけていただきたいと思いま

す。 
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 以上です。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午後１時５４分 休憩） 

（午後１時５６分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 認定第７号の審査を行います。本件につ

いては、補足説明を省略し、質疑に入りま

す。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 それでは、質問させても

らいます。 

 まず、質問一つ目、決算概要２４４ペー

ジ、款１総務費、項１総務管理費、目１一

般管理費の大阪府地域医療介護総合確保

基金事業におきまして、予算現額が２億２，

２６０万６，０００円に対しまして、決算

額は１，１１７万８，０００円ということ

で執行率は５％と非常に低い状況でござ

いました。参考に昨年度、確認しますと予

算現額が３，７５８万９，０００円計上さ

れていたんですけれども、同様に執行率が

ゼロということで、改めまして、事業の内

容と執行率が低い理由に関してお聞かせ

いただきたいと思います。 

 二つ目に、決算概要２４４ページ、目１

一般管理費の介護職員処遇改善促進事業

につきましては、予算現額は大した金額で

はないですけれども、１６万６，０００円

に対して、決算額が１６万４，６３５円と

いうことで、当該事業は前年度には記載が

ございませんでしたので、事業内容につい

てまずはお聞かせください。 

 三つ目です。決算概要２５０ページ、款

３地域支援事業費、項２一般介護予防事業

費、目１一般介護予防事業費の地域介護予

防活動支援事業につきまして、事務報告書

によりますと、つどい場が前年度１か所か

ら、平成２９年度は５か所にふやされてお

りまして、そう認識しております。利用者

の延べ人数も前年度の４８７人から３，７

２７人と飛躍的にふえておりますので、取

り組み状況についてお聞かせいただきた

いと思います。 

 四つ目です。決算概要２５０ページ、同

じく目１一般介護予防事業費ですけれど

も、地域リハビリテーション活動支援事業

につきまして、これは当該事業は平成２９

年度新規となっておりましたので、改めて

事業の内容についてお聞かせいただきた

いなと思います。 

 五つ目、最後です。決算概要２５０ペー

ジ、目２任意地域支援事業費、認知症サポ

ーター等養成事業につきまして、これは事

務報告書も記載がございましたけれども、

改めて平成２９年度の取り組みとここ二、

三年の状況もあわせてお聞かせいただけ

ればと思います。 

 以上、５点です。 

○森西正委員長 答弁をお願いします。 

 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 それでは、光好委員

のご質問にお答えいたします。 

 まず、質問番号１点目、大阪府地域医療

介護総合確保基金事業についてでござい

ます。この予算執行率が低いという理由で

ございますけれども、この事業は施設等の

開設に必要な初年度経費、例えば、設備整

備、職員募集経費を助成することにより、

介護施設等が開設時から安定した質の高

いサービスが提供できるように、体制整備

を支援するものでございます。せっつ高齢

者かがやきプランの第６期計画で整備を
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予定しておりました地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護、それから、看護

小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共

同生活介護の３施設について、平成２８年

度に公募をいたしましたが、整備に至った

のは、認知症対応型共同生活介護のみであ

ったことから執行率が低くなっておりま

す。 

 続きまして、質問番号２番目、介護職員

処遇改善促進事業についてでございます。

この事業につきましては、介護職員の安定

的な処遇改善を図るための環境整備と賃

金改善を目的として、介護事業所の報酬に

対し、職員の処遇改善加算の取得を促進す

るものでございます。平成２９年度に制度

が拡充されましたことから、その周知を図

るため、各事業所に啓発パンフレットを送

付いたしました。 

 また、加算取得に係る審査業務を行う臨

時職員を雇用し、業務体制を確保したもの

でございます。 

 続きまして、３点目の地域介護予防活動

支援事業についてでございます。つどい場

の平成２９年度の取り組み状況というこ

とでございますけれども、平成２７年度か

らスタートしている新在家の第４１集会

所に加え、平成２９年度は千里丘の第１０

集会所、鶴野の鶴野会館、桜町の老人福祉

センターせっつ桜苑、鳥飼上のふれあいの

里内の老人福祉センターの４か所が立ち

上がり、全５か所となっております。開催

回数と延べ利用者数は事務報告書の１８

５ページに記載のとおりでございますが、

１回の平均利用者数は集会所の３か所は

１１人、１２人ほど、ふれあいの里が１５

人、せっつ桜苑が２９人となっております。 

 内容は、お茶を飲みながらおしゃべりし

たり、笑いヨガ、パステルアート、折り紙、

工作、認知症予防ゲームなど各所のスタッ

フが企画をしております。 

 また、つどい場は介護予防が大きな目的

ですので、保健センターのリハビリ専門職

を市から派遣して、市のオリジナル体操を

使ったりしまして指導を行っています。 

 参加者は毎回この場を楽しみにしてお

られて、運営スタッフもやりがいを感じて

いる事業です。また、この場で参加者のお

顔を見るということが見守りにもなって

おりまして、高齢者の閉じこもりや機能低

下の防止、また社会参加、生きがいづくり

などさまざまな効果をもたらしておりま

す。 

 続きまして、４番目、地域リハビリテー

ション活動支援事業についてでございま

す。平成２９年度の新規事業でありますが、

取り組み状況としましてはつどい場５か

所に対して介護予防を強化することを目

的にリハビリ専門職を派遣する事業で、保

健センターの職員が体操の指導を月２回

程度行っております。年間の実績は１０１

回となっております。また、介護職員等に

対しまして、要支援者のケアプランの作成

に対する技術的な助言も行っております。 

 続きまして、認知症サポーター等養成事

業についてでございます。平成２９年度の

状況ということでございますけれども、認

知症サポーター養成講座は認知症高齢者

に対する理解を深めていただくことを目

的に、市民等を対象に開催しているもので

ございます。 

 平成２９年度の実績は、市が広報誌等で

募集して行うものが４回、市民団体等から

の依頼を受けて行う出前講座が７回の計

１１回開催し、１８８人のサポーターを養

成いたしました。平成２９年度末現在、市

では累計で３，２３３人のサポーターを養
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成して、修了のあかしとなるオレンジリン

グをお渡ししたということでございます。 

 平成２７年度からのサポーターの養成

人数としましては、平成２７年度が２１４

人、平成２８年度は３２３人、最後平成２

９年度が１８８人ということになってお

ります。 

 以上です。 

○森西正委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 ありがとうございます。 

 では、２回目の質問をさせていただきま

す。 

 まず、質問一つ目の２４４ページの大阪

府地域医療介護総合確保基金事業につき

まして、事業内容と執行率が低い理由につ

きましてお聞かせいただきました。開設に

至ったのが一つの施設だけだったという

お話だったと思います。平成３０年度予算

を確認しますと、当該事業の記載がござい

ませんでしたので、確認の意味で今後どう

取り組まれようとしているのかお聞かせ

いただきたいと思います。 

 二つ目の決算概要２４４ページ、介護職

員処遇改善促進事業について、事業内容に

関してお聞かせいただきました。パンフレ

ットを作成して送付したということで、平

成２９年度に制度が拡充されたというこ

とで理解しました。ご答弁にもあったかも

しれませんが、介護職員の方々ね、安定的

な処遇改善に向けてよりわかりやすく周

知いただきたいと思いますし、また新規取

得とかより上位区分での加算取得に向け

て促進していただければと思います。これ

はもう要望としておきます。 

 質問三つ目です。２５０ページの地域介

護予防活動支援事業について、つどい場の

状況を中心にお聞かせいただきました。５

か所のつどい場ということで、非常にその

参加者の方も楽しみにしていると、非常に

評価もしておりますし、喜ばしいことだと

思います。事務報告書を見ますと、特に老

人福祉センターのせっつ桜苑の延べ利用

人数が１，４１２人と断トツに多かった、

かかわってる方も多いんだとは思うんで

すけども、参加者をふやされるような工夫

等々何かされてましたらお聞かせいただ

きたいのと、今後、好評ということもあり

ますし、さらに力を入れていかれるんだと

思いますけれども、今後の取り組みについ

てお聞かせいただきたいと思います。 

 質問番号四つ目です。２５０ページ、地

域リハビリテーション活動支援事業につ

きまして、事業内容についてお聞かせいた

だきました。理解いたしました。この予算

現額が２７０万円に対して決算額は１０

８万５，０００円ということで、執行率が

低かったので、確認の意味で執行率が低い

理由について２回目お聞かせいただきた

いと思います。 

 最後の５番目です。決算概要２５０ペー

ジの認知症サポーター等養成事業につき

まして、平成２９年度の取り組みを中心に

お聞かせいただきました。ご答弁の中で、

出前講座が７回あったというふうにお聞

かせいただきましたけれども、当該事業は

一般の方を対象にしていると私は認識し

ておりますけれども、どんなところから出

前講座の要望があるのか、確認の意味でお

聞かせください。 

 以上、２回目です。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 それでは、光好委員

の２回目のご質問にお答えいたします。 

 まず、質問番号１番目、大阪府地域医療

介護総合確保基金事業についてでござい

ます。これについての今後ということでご
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ざいますけれども、第７期計画では第６期

で開設に至らなかった地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多

機能型居宅介護の２施設について、今年度

公募をかけております。現在、公募中でご

ざいます。予算計上につきましては、平成

３１年度以降に計上する予定となってお

ります。 

 三つ目の質問の、地域介護予防活動支援

事業についてでございます。せっつ桜苑の

つどい場の参加人数が多いということで、

工夫している点ということでございます

けれども、せっつ桜苑のつどい場は老人福

祉センターで行っておりますので、まず開

催場所が広いということで多くの人を受

け入れられている点がまず大きい理由だ

と考えます。また、住宅地の中にあること

や、もともと福祉の施設でバリアフリー仕

様となっているので、高齢者が参加しやす

い状況にあると思います。また、もともと

せっつ桜苑でいきいきカレッジを開講し

てますので、そこの修了生を運営スタッフ

につなげたり、逆に参加者としての参加を

促したりしていることは工夫されている

点だと思います。 

 今後についてでございますが、当初設置

を予定していたつどい場１０か所を目指

して今年度中に公募を行ってまいりたい

と考えております。 

 ４番目の質問、地域リハビリテーション

活動支援事業についてでございます。こち

らの執行率が低かった理由ということで

ございますけれども、平成２９年度はつど

い場の開設を１０か所で見込んでおりま

したが、５か所にとどまったことが大きな

理由ということになっております。 

 また、ケアプランの助言回数についてで

すね、こちらのほうも当初６０回の予定だ

ったんですけれども、実際には１５回とな

ったということで、こちらのほうはケアマ

ネジャーへの周知が必要であると考えて

おります。 

 ５番目の認知症サポーター等養成事業

についてでございます。出前講座の申し込

みはどういう団体がしているのかという

ことでございますけれども、こちらのほう

の７回の申し込みの内訳としましては、い

きいきサロン、企業、介護施設、つどい場、

公民館講座、これが各１回ずつですね、あ

と大学が２回ということで、計７回でござ

います。なお、今年度につきましてはまた

新たに市職員を対象とした養成講座など

も予定はしております。 

 以上です。 

○森西正委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 ありがとうございまし

た。 

 ３回目ですので、もう全て要望にさせて

もらいます。 

 まず一つ目の決算概要２４４ページ、大

阪府地域医療介護総合確保基金事業につ

きまして、今後の方向性に関して理解いた

しました。平成３１年度にまた予算計上さ

れるということですね。当該事業の目的は、

今後急増する高齢者の方々が可能な限り

住みなれた地域において継続して日常生

活を営むことを可能にするためでありま

して、先ほどご答弁にもありましたけど、

地域密着型サービスなど、地域の実情に応

じた介護サービスの提供体制の整備を促

進することだと考えております。現在、な

かなか思いどおりに開設できてないよう

ですけれども、引き続きご尽力いただきま

すようによろしくお願いいたします。 

 続きまして、三つ目ですね、決算概要２

５０ページの地域介護予防活動支援事業
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につきまして、せっつ桜苑と今後の取り組

みに関しまして理解いたしました。ご答弁

にもありましたけども、つどい場は地域に

密着した形で介護予防に取り組むことに

よって高齢者の機能低下を防止するとい

うこと、あるいは生きがいづくりにつなげ

ることと認識しております。特にやっぱり

皆さん楽しみにされてるということもお

聞きしておりますけど、高齢男子の方がや

っぱり出不精になるケースが私は見てて

多いんじゃないかなというふうに思いま

すので、そういったきっかけづくりですね、

一度来たらやっぱり楽しかったなってい

うことで２回目、３回目足を運んでいただ

けることもあると思いますので、そういっ

た方々も踏まえて気軽に参加できるよう

に工夫もしていただければなと思います。

これも要望です。 

 質問四つ目、２５０ページの地域リハビ

リテーション活動支援事業について、執行

率が低い理由につきまして理解いたしま

した。ご答弁にもありましたように、つど

い場が１０か所から５か所になったとい

う話もありましたけども、平成３０年度の

予算を見ますと５７６万円ということで

倍以上の予算が計上されておりますので、

ぜひしっかりと計画にこだわって取り組

んでいただきたいと思います。 

 最後の質問の５番目、決算概要２５０ペ

ージ、認知症サポーター等養成事業につき

まして、出前講座を中心にお聞かせいただ

きました。企業もおられるということでし

たね。 

 この認知症施策につきましては、やっぱ

り早期の段階から適切な診断と対応、ある

いは認知症に対する正しい知識の理解に

基づく、やっぱり本人とかあるいは家族へ

の支援体制を確立していくことが重要だ

と考えます。実際、認知症というのは本当

に身近な病気でもあると思いますので、引

き続き実情に応じた積極的なサポーター

養成ですね、市職員の方にも取り組んでい

かれるということをお聞きしております

ので、ぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 私の質問は以上とさせていただきます。

ありがとうございます。 

○森西正委員長 それではほかにござい

ますか。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 それでは、１点だけお聞

きしたいと思います。何分不勉強なので、

教えていただければと思います。 

 決算概要２６８ページの基金の考え方

についてお聞きしたいと思います。介護保

険給付費準備基金、約３億８００万円から

約３億５，９００万円、年度内に約５，１

００万円ぐらい動いてます。この基金の考

え方というのは貯金だというふうに普通

考えるんですけど、この年度内に動いた理

由についてご説明いただきたいと思いま

す。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 それでは中川委員

のご質問にお答えいたします。 

 約３億５，９００万円といいますのは、

平成２９年度の末においての基金残高で

ございます。こちらのほうは介護給付費が

足りなくなった場合に、取り崩すために積

み立てている基金でございます。ですので

給付費が伸びなければ積み上がっていく

というものでございます。 

 以上です。 

○森西正委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 事前に教えていただい

て勉強しとけばよかったのかもわからな
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いですけれども、この介護保険特別会計と

いうのは金額的に歳入が約６１億円ぐら

いですか、歳出が約５７億円、単純に私な

んかその差し引きが基金に入るのかなっ

て思いますが、そういう考え方でもないみ

たいですし、一般会計繰入金ですか、これ

も結構な額あります。その辺の、内容より

もお金のバランスというのがどんなもん

なのかなというのをすごく私は疑問に思

ってます。基金のこと、私は余りよくわか

ってないんで、今教えていただいたんで、

以上でいいです。ありがとうございました。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 それでは、決算概要の２

５０ページです。ここにあります款３地域

支援事業費、項３包括支援事業・任意事業

費、目２任意地域支援事業費、この中にあ

ります家族介護支援事業についてですけ

れども、認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネット

ワークの運用というのがございます。平成

２９年度での運用状況、総括的な面、いろ

いろあるかと思いますけれども、それにつ

いてお聞きをしたいと思います。 

 次にその下のところにあります高齢者

権利擁護事業でございますけれども、高齢

者虐待対応専門職チーム委託料について、

高齢者虐待防止研修会の開催というのが

横の備考のところに書かれてありました。

その内容についてお聞きしたいと思いま

す。この２点です。 

○森西正委員長 川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 それでは、福住委

員の２点のご質問についてお答えいたし

ます。 

 まず、１点目の認知症高齢者等徘徊ＳＯ

Ｓネットワークの運営状況についてでご

ざいます。こちらは認知症の高齢者の方が

外出等されました折に、自宅に戻れないと

いうようなことがございます。そういう状

況が想定される方につきまして、事前にこ

の制度に登録をいただきます。万が一の場

合には、警察にもちろんお届けいただきま

すとともに、市にもご連絡をいただきます。

事前に登録事業者の方についてもご登録

をいただいておりまして、そのような連絡

が入りました折には登録事業者に協力を

いただくようにファクス等でお願いをす

るというものでございます。 

 現在ご登録をしていただいている協力

事業者数は９３事業所、またご登録をいた

だいています高齢者の方は現在８９名い

らっしゃいます。平成２９年度につきまし

ては、このＳＯＳネットワークにご連絡を

いただきましたケースは３事例でござい

ます。 

 今後、このような制度につきましては、

高齢者の方がふえてまいりますので、安心

して地域での生活を続けていただくため

にはぜひ必要であると思いますのと、この

登録事業者等もこのような事業に協力い

ただくことで、認知症の方への理解も広め

ていただけるのではないかと考えており

ます。 

 それでは、２点目の高齢者権利擁護事業

についてでございます。 

 こちらは決算概要２５０ページにあり

ます高齢者虐待対応専門職チーム委託料

は、市が高齢者虐待対応をするわけでござ

いますが、市の職員が対応や判断を行うに

あたり、専門家の弁護士等に指示や判断等

を仰ぎたい場合に、チームに助言を依頼し

ております。チームの派遣の委託料でござ

います。備考欄にございます高齢者虐待防

止研修会の開催につきましては、報償金に

該当するものでございます。高齢者虐待防
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止研修会は、養介護施設と言われます特別

養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養

型医療施設、有料老人ホーム、グループホ

ーム、最近では、サービス付き高齢者住宅 

における高齢者虐待を防止するというこ

とで、開催しているものでございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 ありがとうございます。 

 それでは、家族介護支援事業についてで

すけれども、この認知症高齢者等徘徊ＳＯ

Ｓネットワーク、外に出て戻れなくなった

高齢者の方というのは、登録が８９名、事

業所が９３事業所ということで、市全体で

も地域的にはばらつきがひょっとしてあ

るかもしれませんけど、これからもまたふ

やしていかれるのかなと思ったりするん

ですけれども、徘回をされて、そして本人

を確認する手だてというので、グッズをつ

くっているところがあるんですけれども、

例えば、ネームプレートとそれを入れるホ

ルダーケースをセットにして、本人に持た

せてあげるとか、また、登録番号つきの靴

用の反射シールを靴のかかとに張ってお

いて、そこに何か市の番号なり、何かを入

れておく。そうすることで、この人はどの

辺の人やなということがわかるようなそ

ういう目安になるものとか、それとか、あ

と名前と住所まで入るかどうかあれです

けども、そういうのを書けて、それを服と

かにプリント、アイロンとかで押さえたら

できるものがありますよね。そういうのを

襟の裏とかに貼付することで、この人はこ

ういう自治体から来た人やとかわかるよ

うな、そういうグッズで取り組んでいる地

域があるんですけれども、摂津市としては、

そういったことをされているのか、されて

なければ、そういった検討もあるのかどう

かということをお聞きしたいと思います。 

 高齢者権利擁護事業につきましては、そ

ういう介護施設の方への虐待に関する研

修会ということで、以前にもこういう介護

施設のさまざまな虐待による事件がニュ

ースとかでもございました。そういう研修

が本当にあっていいなと思います。 

 もう１点、その中にあります成年後見制

度利用助成制度というのがあります。事務

報告書の中には、市長申し立て５件という

ことで、載ってあったと思うんですけども、

ここの載っている決算額８万４，７００円

とこの５件というのが当たるものなのか、

そこを教えていただけますでしょうか。 

○森西正委員長 川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 それでは、２回目

のご質問にお答えいたします。 

 １点目、徘回をされる高齢者にホルダー

等のグッズの活用についてでございます。 

 現在、摂津市では、市がグッズのご提供、

利用を推進しているというものはござい

ません。近隣の市町村で様々な取り組みを

されているということはお聞きしており

ます。高齢者の方の人権に問題のない配慮

の行き届いた形で、今後検討は必要である

と思っております。 

 また、２点目の成年後見制度利用助成費

と事務報告書にあります市長申し立ての

５件の関係でございます。 

 この利用助成費につきましては、市長申

し立てが行われました後に、後見人に対す

る報酬助成の費用でございます。 

 申し立てについては、申し立て費用は必

要ですが、一旦市が負担して申し立て、ご

本人の所得や預貯金等がある場合は後見

人がついた後に、ご負担いただきます。市

長申し立てだから、必ず成年後見制度利用

助成が必要というわけではございません。 
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 以上でございます。 

○森西正委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 わかりました。先ほどの

徘徊ＳＯＳネットワーク、この人はこうい

う人ですよというふうにわかる、そうする

ことがいいかどうかはさまざま人権的な

こともあるというふうにございました。 

 ただ、最近は、妊婦の方もそういうグッ

ズを持ったり、障害者の方もそういうもの

を持ったりするという、何となく身につけ

ても大丈夫なようなキーホルダー的なも

のというのはあるのかなと思ったりする

んです。そういったことも、考慮して、こ

れから考えられてはいかがかなというふ

うに思います。 

 もう一つは、高齢者権利擁護事業につい

てはわかりました。虐待と言いましても、

なかなかその辺の判断というのは、極端な

場合はすぐわかるんですけども、この程度

はどうなんだろうというようなこともあ

ります。 

 特に、施設もそうですけども、各家庭に

おいても、さまざまな課題というのはある

と思うんです。身内だからこそ大声を出し

てしまうとか、荒っぽく扱ってしまうとい

うようなことも多々あると思うんです。 

 また、そういう意味では、こういう研修

というか、広く知っていただくような講座

みたいなものは、これから市民にもしてい

ただけたらなというふうに思ったりする

ところであります。 

 最後に、認知症サポーターについては、

先ほど光好委員からも質問していただい

ておりました。私も今回一般質問で、この

認知症サポーターの活動について、ぜひ検

討されてはいかがかというふうなお話を

させていただいたんですけれども、そもそ

もこの認知症サポーターの養成講座に来

られる方は、まず、認知症ってどういうも

のなのかなと興味を持って来られる方、そ

して、自分がなったらどうしようというこ

とで、まず知ってみようという方、そして

また、身内や友達やさまざまなところで、

そういうことを知りたいためにサポータ

ーになったという方が、いろいろな形でい

らっしゃると思うんです。 

 私も受けました。ああ、そういうふうに

対処してあげたらいいんだなということ

がわかって、たまたま私も議員になって５

年目になりますけれども、徘回されてる方

を３人ほど見かけまして、警察に相談をし

て、引き取っていただいて、無事お家に連

れていっていただいて、ただ、連れていっ

てもらったかどうかというのは、警察から

一々連絡を毎回もらっていたわけではな

いので、多分大丈夫だと思うんですけれど

もね。 

 そういうふうな形で、知ってたからこそ、

あら、この方はと、ちょっと気になって、

声をかけるというようなことができたと、

私は思っているんです。 

 だから、こういうサポーターもせっかく

学んでいただいたら、学んだことを活用し

てもらう。そうすることで、先ほどのさま

ざまな見守り活動、つどい場に連れていく

活動も、いろいろあると思うんですけれど

も、そういったちょっと介添えとか、ちょ

っと気にかけてくれる方のためのサポー

ターの活動というのをこれから展開でき

るような、そういうことをこれからはぜひ

とも進めていただいたら、さらに、この高

齢者が安心して、また、外に出ていっても

安心して暮らせるまちになるんじゃない

かなというふうに思っておりますので、こ

れは、最後要望だけさせていただいて、終

わりたいと思います。 
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○森西正委員長 福住委員の質疑が終わ

りました。 

 続いて、藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 それでは、何点か質問さ

せていただきたいと思います。 

 まず最初に、先ほど光好委員からも質問

がありましたけども、１番目の地域密着型

サービス事業所の開設準備費助成金につ

いてですけども、三つの施設を第６期の計

画に基づいて予定をしていて、募集をした

けれども、一つは開設ができたけど、あと

二つができなかったということでござい

ます。これは、計画に基づいて、やっぱり

必要だから設置をするという計画になっ

ていたと思うんです。 

 ということは、できてないということは、

３年なりの期間を、また必要な人は待たれ

るという状況になるんだろうというふう

に思うんですけどね。 

 一つは、私の家の近くにグループホーム

ができまして、多分それが開設した一つな

んだろうというふうに思うんですが、知り

合いの方もそこに入られて、大変快適に生

活をされているということで、やっぱりこ

れは、必要性があったから、計画をされて、

そして、募集をしたけれどもできなかった

ということですね。これは、どういう影響

が出るんでしょうか。地域密着型なので摂

津市内の人が入るということになってい

るんだろうと思うんですけど、その影響に

ついて、ご答弁いただきたいと思います。 

 ２番目ですけども、本市の介護認定の特

徴についてです。 

 今、せっつ高齢者かがやきプランでも、

要介護度ごとの認定率は載ってますけど

も、データヘルス計画では、平成２７年度

で比較して、大阪府下平均との比率が書い

てありますけども、随分な特徴があるなと

いうふうに私は思ったのは、軽度の人の認

定率が非常に高いのかなと思うわけです

けど、その辺の摂津市の介護認定の大阪府

下における特徴について、まず認識を教え

ていただきたいと思います。 

 それから３番目、介護予防・生活支援サ

ービス事業です。これは、総合支援事業と

いうことで、特別会計決算書の１０８ペー

ジ、款３地域支援事業費、項１介護予防・

生活支援サービス事業費、目１介護予防・

生活支援サービス事業費ということにな

りますが、訪問型サービスＡと、それから

通所型サービスＣというのをスタートを

させられましたですね。 

 訪問型サービスＡというのは、要支援者

等に対し、掃除、洗濯などの日常生活上の

支援を提供、シルバー人材センターと布亀

株式会社が実施をされたということでご

ざいますけども、もう一方の通所型サービ

スＣというのは、これは、保健センターの

ほうで受けられた要支援者等に対し、生活

機能を向上するための運動機能向上や栄

養改善等のプログラムからなる短期集中

リハビリテーションを提供、ということに

なってますが、平成２９年度の実績をまず

ご説明いただきたいと思います。 

 次に、４番目、介護予防普及啓発事業で

す。 

 決算書１０８ページ、同じく款３地域支

援事業費、項２一般介護予防事業費、目１

一般介護予防事業費の中にあります。これ

は、株式会社エーザイと共同で、認知症予

防体操を作成をされた。これは、ＤＶⅮを

いただきました。大変ユニークな、もしも

しカメよとか、いろいろありました。椅子

に座って走るようなスタイルのやつとか、

いろいろ見ましたけども。 

 それから、認知症予防リーダー養成講座
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というのも行われていますけども、平成２

９年度における実績と評価、検証について、

まず述べてください。 

 それから、５番目に、地域介護予防活動

支援事業、これは、先ほど光好委員からも

質問がありましたけれども、つどい場です。

１０か所を目標とするということで、平成

２９年度にふやすという話でした。５か所

でスタートされていますけども、実態は先

ほどもおっしゃられましたんでわかるん

ですけど、平成３０年度もまだそのままふ

えてないと思うんですけども、その実態、

つどい場事業を目標の１０か所に向けて

取り組んでいく中で、継続してどうであっ

たのかと。募集もされてないように思うん

ですけども、過去の議論を見てますと、な

かなか受け手がないと、今やっていただい

ているところにもう１か所お願いできる

ように育成するとか、いろんなことを言わ

れていますけど、その辺も何かうまくいっ

たのか、いかなかったのか。平成３１年度

はどうもいけそうなのか、いけそうでない

のか。そういうことも含めて、トータルで

ご答弁くださいませ。 

 それから、６番目は、地域包括支援セン

ター業務についてです。 

 決算書の１０８ページ、款３地域支援事

業、項３包括的支援事業・任意事業費とい

うことでありますけども、この地域包括支

援センターが数年前に市役所庁内の保健

福祉部のところにありました。当初は、昔

は中学校区に１個つくるという目標があ

って、まず１個つくりました。それで、も

う摂津市は狭いので、もう市内に１か所で

いいですと、二つに安威川以北以南に分け

て担当しますというふうなことがあって、

その後に社会福祉協議会に委託をしまし

た。しばらく時間がたってるんですけど、

社会福祉協議会に頑張っていただいてい

るところですけども、最近、何年前か、社

会福祉協議会もどうも一部業務を委託を

ケアプランなんかの分を委託をしていっ

てるという認識をしていますけども、その

辺の実態、信頼性とか業務の内容なども含

めて、総括的に今の業務の実態を教えてい

ただきたいと思います。 

 それから、これが７番になります。 

 介護職員処遇改善事業、これは先ほども

光好委員からも質問がありましたので、要

望にしておきたいと思います。 

 これは、介護事業者の待遇改善というこ

とが、国でも大きな問題になっていまして、

人材が育たないと、人材が離れていくとい

うふうなことがありまして、大変重要な施

策として、国からお金がおりてきて、それ

は事業所が申請をしないとそのお金を受

け取ることができないということから、初

年度は、全部ではなかったと思うんです。

パンフレットを使ったりして、周知をされ

て、平成２８年度で申請する事業所は一部

であったと記憶しているんですけども、翌

平成２９年は、ほとんどの事業所が受け付

けをされた。そのために、その体制をとる

ための臨時職員などの対応もされたとい

うことで記憶をしているわけですけども、

介護職員の待遇改善というのは、大変大事

な取り組みでございますので、これは、ぜ

ひとも先ほどもありましたけども、しっか

りと市のほうもＰＲをしていただいて、し

っかりとそれが各事業所が取り組んでい

けるようにお願いしておきたいと思いま

す。 

 それで、実はちょっと耳に入れておきた

い話があるわけですけど、最近、外国人が

こういう事業所のお仕事をしているとい

う、テレビではよく見てますけどね。先日、
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摂津市内のあるＳという事業所に訪問さ

せていただきますと、施設長が、実は東南

アジアの学生に今アルバイトに来ていた

だいていますと。今、専門学校に行ってい

るので、卒業したら従業員として働いても

らおうというふうに思っていますという

ふうなことで、お話がありました。もう身

近なところに、実はこの外国人の介護従事

者がもうやってきているという、そういう

ことを皆さんお耳に入れておきますので、

そういう認識をしていただいて、どんどん

変化をしていますので、それにしっかりと

対応していっていただきたいと思います。 

 こんなことを言ってはおかしいですけ

ども、言葉のちょっと通じないことでトラ

ブルがあるかもわかりませんし、そういう

認識で、市内の事業所もそういうふうにな

ってきているんだということを認識をし

ていただいて、しっかり今後も順調な運営

ができていくようにご指導いただきます

ことをお願いして、これは要望とします。 

 それから、８番目、介護と医療の連携で

す。 

 これは、一般会計のときにも申し上げま

したけれども、今、地域包括ケアシステム

の一番肝の部分は、在宅医療と介護の連携

ということになると思います。決算概要で

は２５２ページに載っていますけども、平

成２９年度いろいろ取り組まれて、ちらっ

と一般会計のときにも答弁がありました

けども、これを少し詳しく、こういう連携

事業の取り組みをしましたということで、

ご答弁いただきたいと思います。 

 以上です。 

○森西正委員長 答弁お願いします。 

 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 それでは、藤浦委員

のご質問にお答えいたし思います。 

 まず１点目、地域密着型サービス事業所

の開設準備費助成金ということでござい

ますけれども、事業所が設置できなかった

ことに対して、本市の介護サービスにどの

ような影響があるのかということなんで

すが、これは、第６期の計画から引き続き

第７期に目標として掲げているわけでご

ざいますけれども、まず一つ目、看護小規

模多機能型居宅介護といいますのは、通い、

訪問看護・介護、泊まりのサービスを組み

合わせて、一体的に提供できるものでして、

要介護度が高くて、医療や看護のニーズの

高い人にとっては、非常に支援が充実でき

るということになります。 

 また、地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護は、いわゆる小規模特養と言わ

れるものであります。平成３０年４月時点

で、入所の必要性が高いと考えられる人は

４３人と、依然として、特別養護老人ホー

ムの待機者がおりますことから、その解消

を図るのに整備が必要であるということ

になります。 

 現在は、２施設の募集を、今ちょうどホ

ームページで行っているところなんです

けれども、地域密着型サービスは小規模で

ありますので、運営が非常に難しいとされ

ております。整備の場所については、安威

川以北を原則として、募集はしているんで

すけれども、地域全体で柔軟に判断すると

いうことも考えております。 

 ２点目です。 

 要介護認定事業についての認定の特徴

ということでございますけれども、これが

大阪府下市町村と比べてどういう特徴が

あるかということですね。 

 まず１点目に、認定率が低いということ

です。これは、恐らく高齢化率が比較的本

市は低いので、そういうことになっている
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のではないかと思われます。ただし、要支

援１・２は、認定率が高いですので、先ほ

どおっしゃったように、軽い人が多いとい

うことになっております。そういう特徴が

ございます。 

 ３点目です。 

 介護予防・生活支援サービス事業につい

てでございます。訪問型サービスＡと通所

型サービスＣをスタートして、平成２９年

度での取り組みはどうかということであ

ったと思いますけれども、訪問型サービス

Ａにつきましては、介護予防・日常生活支

援総合事業における緩和した基準による

サービスでございまして、具体的には、身

体介護は行わずに、生活の援助ということ

で、お掃除とかお洗濯とかそういった支援

を行うというものでございます。これは、

資格を持った職員以外でも、市指定の研修

の修了者であればサービス提供を可能と

しております。 

 実績としましては、訪問型サービスＡが、

先ほどシルバー人材センターと株式会社

布亀ということでおっしゃいましたけど

も、それぞれお一人ずつということで利用

人数は２件で、サービス提供は、延べ８６

件でございました。 

 続きまして、通所型サービスＣにつきま

してですけれども、これは、３か月、６か

月の短期集中予防型のサービスというこ

とで、保健センターを指定しております。

具体的には、専門職が利用者の自宅を訪問

して本人の状況に応じた目標設定を行っ

て、機能の改善のためのリハビリテーショ

ンを行うものでございます。実績としまし

ては、利用者が２０人で、延べ６９件の利

用となっております。 

 続きまして、５番目のつどい場の件でご

ざいます。 

 ふえていないということで、今後どうな

のかということであったかと思うんです

けれども、確かに、今のつどい場は、会場

が狭いということはもちろんあるんです

けれども、結構人気でいっぱいになってい

て、非常に参加者からも好評であるという

ことでございますので、必要性は非常にあ

るのではないかと思っております。 

 先ほど今年度中に募集を行うというふ

うに申し上げましたけれども、やはりほか

に高齢者がつどう場がない地域を選んで、

当初目標としていた中から、集会所が震災

とかで使えないとか、そういうところを除

いたところで募集をかけていきたいと思

っています。ですので、残りの５か所全部

は難しいかなと思うんですけれども、一つ

でも多くのつどい場の設置を目指してお

ります。 

 次に、地域包括支援センターにかかわる

ご質問ということで、包括的地域支援事業

についてでございます。 

 地域包括支援センターの取り組み、平成

２９年度実績と総括ということであった

かと思うんですけれども、地域包括支援セ

ンターは、総合相談事業、権利擁護事業、

包括的継続的ケアマネジメント支援事業、

介護予防ケアマネジメント事業の４事業

を実施しております。それぞれ高齢者の総

合相談、先ほどもありましたけれども、権

利擁護、あと高齢者への切れ目のない支援

のためのネットワークの構築、またケアマ

ネジャーの支援、それから、介護予防やケ

アプランの作成を行っております。 

 平成２９年度の実績としましては、高齢

者人口の増加に伴いまして、総合相談件数

が非常に伸びておりまして、昨年度より１

０１件増加して、合計で６９７件であった

ことが特徴でございます。 
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 相談内容としましては、７５％が介護保

険サービスについてと、最も多くなってお

ります。 

 相談経路としましては、市民からの相談

が３７２件、特にご家族から相談が２６８

件と最も多く、次いで、ケアマネジャーか

らの相談が１１２件となっております。 

 ケアプランの外部委託のことについて

でございますけれども、確かにケアプラン

の外部委託行っておりまして、全体の約７

割強ということになっております。 

 次に、在宅医療・介護連携推進事業につ

いてでございます。 

 平成２９年度の実績ということですが、

在宅で医療と介護を必要とされる高齢者

に切れ目なく、また、一体的に医療と介護

を提供できるように、在宅医療・介護連携

推進事業を行っておりまして、平成２９年

度は、医療と介護の連携について、課題や

問題解決についての意見交換をする企画

会議を３回実施いたしました。 

 また、多職種間の顔が見える関係を築く

ということを目的に、年に一度、多職種が

一堂に会する多職種連携研修会を実施い

たしております。 

 以上です。 

○森西正委員長 川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 では、４点目のご

質問にお答えいたします。 

 認知症予防体操のＤＶⅮと認知症予防

講座についてでございます。 

 認知症予防のＤＶⅮにつきましては、平

成２８年度にエーザイ株式会社と連携協

定を締結いたしまして、認知症の予防の取

り組みを推進しております。その一環とし

て、脳トレ体操のＤＶⅮを作成いたしまし

た。こちらは、摂津市保健センターの作業

療法士等専門職に認知症の予防となる体

操を考案していただき、楽しく実施してい

ただけるよう作成したものでございます。 

 平成２９年１２月号の広報せっつに、こ

のＤＶⅮと保健福祉課で作成いたしまし

た摂津みんなで体操四部作をご紹介をさ

せていただきました。できるだけ多くの方

にご活用いただきたいということで、無料

で健康づくりグループや介護保険事業者、

個人の方にも配布をしております。 

 この配布枚数は、現在５３９枚となって

おります。また、この脳トレ体操を広く地

域の方に知っていただくために、摂津はつ

らつ脳トレ体操普及サポーター養成講座

と称しまして、平成２９年度に１回、２２

名のご参加をいただいております。また、

平成３０年度、現在実施中ですが、２４名

の方にご参加をいただいている状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 暫時休憩します。 

（午後２時５４分 休憩） 

（午後３時２４分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 それでは２回目の質問

をさせていただきたいと思います。 

 まず１番の地域密着型サービス事業所

の件でありますけども、必要に応じて計画

をされているということでございますか

ら、おくれた分やっぱり待っておられる方

がおられるということでございますし、こ

れは一日も早く完成させていただいて、供

用ができるように、サービスが利用できる

ようにご努力をいただきたいということ

でお願いしておきたいと思います。要望と

させていただきます。 

 それから、本市の介護認定の特徴ですけ

ども、大阪府下に比べると認定率が低いと、
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ちょっと世代が若いのではないかという

見立て、それからやっぱり軽度の人が多い

と、要支援１・２の人が多いということで

ございました。これはやっぱり年齢が上が

っていくとこれが重度化していくという

ことにつながっていきますので、だからこ

そこの介護予防というのはしっかり必要

になってくるんだろうというふうに思う

わけですけども、早くから摂津市の場合は

介護の予防、いろいろ体操を取り入れたり

とかして取り組んできた経緯もあるわけ

です。健康づくりとあわせてやってきまし

たけどね。そういう意味ではこれからさら

にそれも強化して取り組んでいく必要が

あると思いますけども、その辺の認識を、

これからの抱負、決意も含めて、軽度の人

たちをいかに重度化させないために頑張

っていこうという思いがあるのか、具体的

な施策もあるんだったら交えて、教えてい

ただきたいと思います。 

 ３番目、訪問型サービスＡですね。なか

なかこの訪問型サービスＡについては利

用が少なかったということで、多分周知さ

れてなかったのではないかなと私は思い

ます。 

シルバー人材センターの人にお話しし

たこともあるんですけど、ほとんどその需

要が少ないということもあって、シルバー

人材センターとしてもそんなに周知をし

てるわけでもないという話やったので、知

らないというか知られていなかったとい

うのが大きな原因じゃないかと思うんで

すけども、サービスの利用が少なかったこ

との反省というか原因というか、そのこと

について、訪問型サービスＡですね。それ

から、通所型サービスＣについては現行利

用されてる方が移行されていったという

こともありますから、２０人ということで

ございますので順調に利用されたんだろ

うなと私は認識をしているわけでござい

ますが、訪問型サービスＡについてご答弁

ください。 

 それから４番目、認知症予防体操の作成、

今お聞きしました。ＤＶＤをどんどん配っ

ていただいているということで、５３９枚

のＤＶＤを配っていただいて普及に努め

ていただいている。また、認知症予防リー

ダー養成講座、これは名前が、摂津はつら

つ脳トレ体操普及サポーターということ

で、その養成講座をしていただいてて、そ

の方たちを中心にまたさらに広めていっ

ていただける、そういう方たちがこれから

活躍をされていくということでございま

したので、市民にどんどん普及されて、先

ほど言いました軽度の人たちが重度に至

らないように、またこれを有効に使ってい

ただけますように、これは要望しておきた

いと思います。 

 ５番目、つどい場の話でございますが、

５か所やらはって目標１０か所というこ

とでされてまして、１０か所で一応、一定

の目標ということになるのかもしれませ

んけども、およそ小学校に１か所というこ

とになるわけですけどね、それで全てが地

域での見守り活動に十分と思われてるの

か、それは第一段階で次にさらに細かくネ

ットワークをつくっていかれる気持ちが

あるのかということで、その辺のところを

聞いておきたいと思うんですけども、なか

なかきちっとした対応でやられています

ので、その事業者、受け手の問題もあると

は思うんです。だから一気に１０か所は無

理だろうと言われたのはそうだと思うん

です。一つ一つ順番に立ち上げていかない

と、そんな簡単にはいかないということな

んだろうと思うんですね。 
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 私は、ある高齢者の方とお話をする機会

のときに、実は自分たちは集会所を借りて、

カフェですね、お話しする会をしたいと思

ってるんやけどどうやろか、という相談を

受けたことあるんですね。それはいい考え

ですねと。お友達や近所の人も誘ってね。

全部高齢者です、そういった人たちを誘っ

て集会所でやりたいんだけどって、集会所

借りれますかという話やったので、それは

自治会長に言ったら大丈夫ちゃいますか、

という話をしたことがあるんですけども、

そういった、きちっとしたつどい場ではな

くても、軽易に皆さんが集まれるところに

何らかの支援をして、あっちでもこっちで

もそういう、人が集まっていろいろお話会

とか、好きな趣味のことをやったりとかや

ってるというのも介護予防には効果があ

るのではないかというふうに思います。そ

ういう自発的な取り組みでも、このつどい

場の、ハードルを少し下げて、そういうも

のも何らかの形で支援をするという考え

方はないのか、そういうことを広めていこ

うという考え方はないのかということに

ついてご答弁いただきたいと思います。 

 次に、包括的地域支援事業です。 

 たくさんの相談件数を受けていただい

て順調にやっていただいているとは思い

ます。私も時々相談することがあるのでね。

ちゃんとやっていただいていると思いま

すが、今後もその姿勢、対応をしっかり継

続をしていただいて、件数がふえていくと

どうしても、先ほどケアプランについては

もう７割を外注にしているということで

すけど、そういったことでトラブル等がな

いようにしていただきたいということを

要望しておきたいと思います。 

 また、社会福祉協議会のほうにＣＳＷも

ことしから、平成３０年度から設置をして、

社会福祉協議会と一体となって、事業もい

ろいろなことが展開できるようになって

いると思いますので、よろしくお願いしま

す。要望としておきます。 

 それから介護と医療の連携について、こ

としはそういうことで、平成２９年度は医

療介護意見交換会を開催されるとか、他職

種の連携研修会が行われるとか、具体的な

取り組みをされていっているわけでござ

いますけども、前に「みとりびと」という

講演会をされてましたね、写真展と一緒に。

ご存じないですかね。奈良県のほうの一人

の家庭をずっと密着取材をして、その方が

亡くなっていくまでの写真をずっと撮ら

れていて、コミュニティプラザでありまし

たけどね。最期まで地域でみとられて暮ら

していくということをテーマにされてい

ましたけども、そこにはやっぱり訪問医療、

地域で見守っていくという一つのテーマ

を掲げてありました。これは田舎やからで

きることもありますけど、これをやっぱり

しっかりこっちでもやっていくというこ

とになるんだろうなと、私はイメージ的に

そう思ったわけですけど、そのためにはや

っぱり、先ほど言った医療と介護というの

は随分分野が違うので、連携が難しいんだ

ろうなというふうに思います。多分医師会

も先頭を切って進めていただいていると

思うんですけども、きのうの委員会で豊中

市の件を紹介させていただきましたけど、

やっぱり医師会が前に出て進められてい

るということでございましたので、そうい

うことでこれもしっかり、いいスタイルを、

摂津市のモデルをつくっていただいて進

めていっていただきますようにお願いを

しておきたいと思います。これは要望とし

ておきます。以上です。 

○森西正委員長 川口部参事。 
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○川口保健福祉部参事 では私から、１点

のご質問にお答えさせていただきます。要

介護認定事業についてでございます。 

 介護予防が大切であるがどのように取

り組んでいくのかということでございま

す。 

 先ほど要介護認定率の事が出ましたが、

６５歳から７４歳までの認定率が５％、７

５歳以上になりますと３０．１％と７５歳

を境に認定率が変わってきます。やはり若

いころからの介護予防の取り組みを実施

し、７５歳をいかに元気に乗り切っていた

だくかということが大変重要なことだと

考えております。また、支援あるいは介護

を要する状態になった理由といたしまし

て、骨折、転倒、加齢による機能の低下、

このほかに脳出血、脳梗塞、あるいは糖尿

病といった生活習慣病からくるようなご

病気も上がっております。このことを踏ま

えますと、やはり健診をまず受けていただ

き、介護になる前に生活習慣病を予防して

いただいて、体の健康あるいは認知症の予

防に取り組んでいただくことがまず一番

大切であると思っております。 

 また現在、健幸マイレージ事業を、２０

歳以上とし、若い方にも健康に関心を持っ

ていただくよう取り組みを始めておりま

す。健康になりたいと思った方が気軽に事

業に参加していただけるように、市として

は仕組みづくりが大変重要かと思ってお

ります。 

 また、地域での介護予防の取り組みとい

うことでは先ほどからつどい場の話、また、

地域リハビリテーション活動事業の話も

出ております。そのように地域で人が集ま

る場で、介護予防の重要性や、ＤＶＤ等を

用いまして体操の実演をし、身近に介護予

防の取り組みをしていただけるような働

きかけが大変重要かと思っております。本

市では現在、健康づくりグループが５０グ

ループ以上ございます。このグループをふ

やすために、はつらつ元気でまっせ講座を

摂津市保健センターの専門職が講師とな

りまして、体操の重要性の普及に努めてお

ります。このような形で皆さんの身近な地

域で、グループとして活動いただくことで、

フレイルの予防や社会参加といった、そう

いったことにも効果的な展開ができるの

ではないかと思っておりますので、市とし

ても、さらに強化していきたいと考えてお

ります。 

 私からは以上でございます。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 それでは、３番目の

ご質問の訪問型サービスＡの利用状況が

低かったことについての原因ということ

でございますけれども、この訪問型サービ

スＡにつきましては要支援の方が対象と

なっておりまして、生活援助サービスのみ

ということです。利用料も低めの設定でご

ざいます。しかし結果的に利用が少なかっ

たことは、やはり委員がご指摘のとおり、

まだ市民の皆さんへの周知ができていな

かったということになるかと思います。ま

ずは選んでいただく、利用していただくた

めには、やはりサービスにつなげる介護事

業者に対してやっぱり周知をしていく必

要があり、特にケアマネジャーですね。今

までも説明はしてきたんですけれども、こ

れからもＰＲを行っていって、サービスに

つながるようにしていきたいと考えてお

ります。 

 ２点目に、つどい場の件ですけれども、

お茶会のような、カフェのような場所がで

きたらということで、実はご質問のとおり、

高齢介護課のほうにもこういった、高齢者
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の閉じこもり防止とか、地域のつながりを

目的として住民の皆さんが自発的に集会

所などを使ってお茶会をしたりしたいと

いうお声を聞いております。ですので、市

としてもやっぱりこういう場所がふえる

ということは望ましいと思っております

ので、この支援策について、今、検討して

いるところでございます。以上です。 

○森西正委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 じゃあもう最後で要望

にしたいと思います。お答えいただきまし

てありがとうございました。 

 介護認定の特徴と状況についてという

ことで、健康づくりとかでしっかりまた取

り組んでいきたいということでございま

したので、今も現にやってらっしゃいます

けども、さらに充実をさせていただきなが

ら、結果に結びつけて、何よりもやっぱり

ご本人が元気で長生きをしていただくと

いうのが一番大事なことでございます。や

っぱり要介護で寝込んだりしたら、それは、

それもいいんですけど、やっぱり長生きす

るんだったら元気でということで、これは

摂津市が今、一番目指していることだと思

いますので、その原点に基づいてしっかり

と推進をしていただきたいと思いますの

でお願いします。要望とします。 

 それから３番目の訪問型サービスＡの

利用状況については、ＰＲがもう一つだっ

たということでございますし、もうちょっ

とそういう意味では利用していただける

ように取り組みを進めていただいたらい

いなと思います。それから、この訪問型サ

ービスの、Ａというのは今のですけども、

Ｂというのがありますよね。これはボラン

ティアが主体になってやるというもの。実

は私どもはこのＢ型の、住民が主体になっ

てやるこういう助け合いというのを随分

推進してきたことがありまして、今後とも、

もう少し多彩なことも柔軟に考えていた

だく中には、ここに書いてある訪問型サー

ビスＢ型の展開も視野に入れた中でご検

討もいただきたいということで、これは要

望としておきたいと思います。しっかりお

願いします。 

 それから地域介護予防活動支援事業、つ

どい場の話ですね。検討していただいてい

るということでございますので、これは私

も同じ思いで、やっぱりあちらでもこちら

でもいろいろな取り組みがなされている

というのはすごく効果があることだと思

います。一律に、こうでないとだめだとい

うことではなくて、そういう自主的に行っ

ていただいていることもしっかりご支援

ができるような体制をどうぞつくってい

ただけますことをお願いをいたしまして、

私の質問を終わります。 

○森西正委員長 藤浦委員の質疑が終わ

りました。 

 続きまして質疑ございますか。 

 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、介護保険につ

いての質問をさせていただきます。 

 まず最初に、一般質問でもさせてはいた

だいたんですが、今回、黒字が大きく出て

います。この黒字、施設の整備ができなか

ったからというふうなお話でございます

けれども、最後の年、第６期の最後の年で

すね。平成２９年度、この１年でどんとこ

の大きな黒字が出たのはどういうことな

のかということについてお聞かせいただ

きたいと思います。 

 二つ目ですけれども基金の問題です。 

 「摂津市の介護保険」をいただきました。

介護保険の基金については、ここの最後の

ページにグラフもつけて書いていただい
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ておりますけれども、この間どんどんどん

どんと、毎年、毎年基金が積み上がってい

るという形になっています。本来、介護保

険の基金は、一般質問のときも言いました

けれども、３年間の１期を一つの単位とし

て、介護保険料３年間、同じ金額です。入

ってくるお金は大体同じ金額になる。そや

けど介護保険の給付費はだんだん伸びて

いく。ですから同じだけ集めると１年目は

ようさん集まり過ぎる。それを基金に積ん

でおく。２年目がとんとんになって、３年

目は赤字になるところを、１年目で余った

分をそれに充てると。こういうために基金

というのがつくられていると。これが原則

ですよね。それが毎年、毎年積み上がって

きているということについては、しかもそ

の黒字幅が大きくなってきているという

ことについて疑問に思っているところな

んです。施設の整備ができていないという

ことに関しては第５期からだったと思う

んです。プランに上げながらできなかった。

第６期になって上げたけれども、先ほどの

お話にもありましたように全部じゃない

ですけどね、小規模特養や小規模多機能と

いうのはできなかったと。今回第７期の分

は一応できるのをもうちょっとおくらせ

た形の計画になっていると思うんですけ

れども、ただ、施設は同じようにできてい

ってないんですけれども、その余ってくる

金額というのが毎年、毎年、だんだん、だ

んだんふえていく、幅が広がっていくとい

う、ここについても教えていただけたらと

思います。基金の問題です。 

 それから、今回、平成２９年度の黒字分

ですね。これのうちから基金に積み上げる

というふうに考えておられる分、平成３０

年の末に基金には入るんでしょうけれど

も、これは第７期のプランには使われる予

定のないお金だということがわかってお

ります。それについて摂津市の利用料の減

免であるとか、保険料の独自減免であると

か、保険料のほうはありますけども、もっ

と大きく広げてはどうかというような提

案をさせていただいたけれども、それに使

う予定はありませんというお返事やった

んですけれども、今、摂津市の独自減免、

これが何人の方が受けておられるのか教

えていただけたらと思います。 

 それから、総合事業の始まった年であり

ました。今までの質問の中でも出てきまし

たけれども、私は摂津市の総合事業、スム

ーズに移行ができてよかったなと思って

おります。現行相当のサービスを要支援の

方々、介護認定をしっかり受けて要支援と

いう判定を出していただいた、そういう

方々については、専門的なサービスが必要

な方として現行相当というふうになって

いるんだと思うんですけれども、改めて総

合事業の基本的な考え方ですね、これを教

えていただけたらと思います。 

現行相当サービス一本でやっておられ

る市もありますけれども、摂津市は、先ほ

どのお話にもありました訪問型サービス

Ａ、これを取り入れられて、布亀株式会社、

シルバー人材センターに委託をされると

いうことになったと思いますけれども、利

用数も出されておりました。この方々がサ

ービスを利用した場合、料金体系ですね、

これがどうなっているのか、普通の介護保

険の分とどう違ってくるのか教えていた

だきたいと思います。 

 それと、布亀やシルバーの方々について

はヘルパー資格を持ってなくてもいける

というふうになってると思いますけれど

も、どういうふうに要件を出しておられる

のかということも教えてください。 
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 それから、今、介護保険はチェックリス

トというようなことも他市では使ってい

るところがあります。摂津市はどういうふ

うにこの問題について考えておられるの

か。介護認定等の問題ですね。これを教え

てください。 

 それから地域ケア会議ですね。この地域

ケア会議でケアマネジャーが立てたケア

プランについて、大東市などは卒業型でな

いと認めないとか、いろいろとそういう物

差しを市が当てるというふうなことをや

っているということも聞いていますし、今、

生活援助のケアプランの中で、訪問が何回

かとか、そういう制限も入ってきまして、

高い数字やと市がチェックしないといけ

ないというのは、これは国が決めて入れて

きているものでございますけれども、摂津

市の地域ケア会議というのは一体どうい

うふうになっているのか、それについて教

えていただきたいと思います。以上です。 

○森西正委員長 答弁お願いします。 

 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 それでは、増永委員

のご質問にお答えいたします。 

 基金が３億６，０００万円ほど残ってい

る、黒字が大きくなっているということに

ついてでございます。 

 まず、第６期計画についてでありますけ

れども、こちらのほうは想定よりも保険給

付費が伸びなかったということが大きな

原因でございます。保険給付費の伸び率の

推移を見ますと、第５期の最終年度の平成

２６年度は９．４％とかなり高かったとい

うことになります。しかし第６期について

は平成２７年度が５．９％、平成２８年度

が１．９％、平成２９年度が４％となって

おります。これは平成２７年度の介護保険

制度の改正によりまして介護報酬が下が

ったということで、給付費も下がっている

ということと、先ほどから上がっておりま

す地域密着型の施設が未整備であったと

いうことなどが影響していると考えられ

ます。 

 金額的に大きいという話ではあるんで

すけれども、平成１２年度から介護保険が

スタートしておりまして、このときの全体

の保険給付費というのが約１３億円でし

た。平成２９年度は約５０億円ということ

になりますので、この見込みがもし１％で

も狂ってしまうと、５，０００万円の違い

になってきてしまうということで、ここの

給付費の見込みというのは慎重にしてい

るということがございます。平成１２年度

からずっと続いている介護保険制度、その

給付費の見込みというのは極めて難しく

て、保険料に反映することなので低く抑え

たいとは思うのですけれども、やはり介護

保険制度を安定的に運営するということ

が大事であると思っております。 

 それから、利用料の独自減免の件ですね。

済みません。過去３年で申し上げますと、

平成２７年度が１５人、平成２８年度が１

４人、平成２９年度が１３人ということに

なっております。 

 ４番目ですね。総合事業の考え方という

ことでございます。平成２９年度において

摂津市における総合事業というのは、介護

事業者や利用者の、急激な変更に対する不

安の声に配慮いたしまして、旧介護予防に

当たる現行相当サービスを希望する方に

は現行相当のサービスを受けていただく

として、少しでも安くというお声には訪問

型サービスＡなどの選択肢を設けて、ケア

マネジャーとの相談の上で利用者が選択

できる制度を構築しております。 

 料金についてなんですけれども、訪問型
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Ａにつきまして、１回につき、シルバー人

材センターは１，５００円、布亀について

は２，２００円ということで、現行相当サ

ービスであれば、２，９００円程度となる

ということで、お安くなっております。 

 あとは質の確保ということについてで

ございます。 

 平成２９年度の利用者はお二人という

ことだったんですけれども、シルバー人材

センターからは、ヘルパーの資格を持った

会員が派遣されていて、布亀株式会社のほ

うにつきましては、ヘルパーの資格を持っ

た人がお一人と、あともう一人は市の講習

を受けていただいている方ということに

なります。 

 シルバー人材センターには、ヘルパー資

格を持った会員が１４人いらっしゃって、

平成２９年度当初には、２日間の市の講習

を受けてもらっております。資格を持って

いない方については、市の講習を受けてい

ただいて、そういった質の確保の体制整備

を行っております。 

 それから、チェックリストについて、ど

う考えるかということでございますけれ

ども、本市では、チェックリストは要支援

認定を受けている更新対象者が希望によ

って利用できるものでして、平成２９年度

の利用者は３人ということにはなってい

るんですけれども、そのうちお二人がチェ

ックリストを使われていて、要介護認定で

非該当だったという方がお一人いらっし

ゃったということになっております。 

 それから、地域ケア会議ですけれども、

ヘルパー派遣の回数が、厚生労働省が平成

３０年１０月１日から定める、介護度によ

って決められている回数以上のケアプラ

ンについては、地域ケア会議で検証すると

いうことになっておるんですけれども、本

市では、地域ケア会議にケアマネジメント

支援会議というのを立ち上げまして、ケア

マネジャー部会の代表者であるとか、地域

包括支援センター、あと、市の高齢介護課

の職員などが集まって、そのケアプランが

本当に利用者にとっていいのかどうかと

いう、利用者目線ですね。事業者を制限す

るとかっていうことではなくて、利用者に

とって、このプランがふさわしいものであ

るかというのを検証していくということ

ですので、正当な理由があり、これが確か

に必要であるということであれば、回数制

限をするということではありません。 

 以上です。 

○森西正委員長 答弁は以上ですね。 

 増永委員。 

○増永和起委員 黒字と基金の問題です。

平成２９年の分は、そうしますと、施設が

つくれなかったというためのものと、それ

に加えて、介護給付がそんなに伸びなかっ

たと、その両方の要因があるので、この大

きな額になったということでよろしいで

すかね。はい、わかりました。 

 第６期のプランを見ていますと、保険料

を算定するために、給付費の推計というの

があります。 

 平成２８年度、平成２９年度で地域密着

型の小規模特養や小規模多機能の分が、同

じくらいの金額、上がっているんですね。

平成２７年度は、まだできないだろうとい

うことで、数字が小さいと思うんですけれ

ども、平成２８年度と平成２９年度は余り

変わらない金額なのに、どうして平成２９

年度にぼんと黒字が出たのかというのは、

大変疑問やったんですけれども、今のお話

ですので、わかりました。 

 ただ、やはりこれは、こういう計画をつ

くりながら、それで保険料を決めていくと
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いうことになりますので、何とかやっぱり

保険料が下がるような形で、平成２９年度

に入れば、施設の開設ができないことは、

平成２８年度の末でも、もうわかると思う

んです。施設ですので、手を挙げてもらえ

ない状態というのはわかるわけですから。

手を挙げたら、次の日からできるというよ

うなものではありませんからね。 

 できるだけ、そこのところ、第８期にそ

れが入りますと言われても、その間、長い

です。高齢者の皆さん、そのころまで生き

てへんわみたいなね、そういう声もありま

すので、ここの問題については、ぜひ、ど

うしたらいいのかということを考えてい

ただきたいと思います。 

 特に、第７期のプランでは、最終年にこ

の費用がぐっと上げられているというふ

うになってますので、また、同じようなこ

とが起きるのではないかという懸念があ

りますので、そこのところは、ぜひ、お願

いしたいと思います。 

 第７期の中でもう一度計画を立ててお

られるので、プランどおりにいけば、今回、

平成２９年度の黒字については使い道が

なく、第８期まで基金の中にあるというふ

うになると思うんですけれども、やはりそ

れは、しっかりと市民の皆さんに還元する

という形で、保険料引き下げということが

できないのなら、やはり、減免というのを

頑張っていただきたいと思っているんで

す。 

 今、伺ったところでは、市独自の保険料

減免については、平成２７年度が１５人、

平成２８年度が１４人、平成２９年度が１

３人というようなお答えでした。 

 大阪社保協調べの各市町村の独自の保

険料減免制度、これについて、表ができ上

がってきています。摂津市は１３名でした

けれども、豊中市は３，８２２名なんです

ね。豊中市は大きい市ですけれども、それ

にしても、これだけ桁が違うわけなんです。

やはり、いろいろと条件が違うんだと思い

ます。吹田市は４２６名ですし、高槻市は

７３名ですね。 

 結構、こういうふうにたくさんの方が独

自の減免を利用しておられるという、そう

いうところはありますので、摂津市の独自

減免をどういうふうにしたら、利用が広が

るのかということについて、制度の改正も

含めて、他市のいろんなものも参考にしな

がら、一回考えていただきたい。 

 今回、災害がありましたけれども、前回、

半壊くらいにしか使えないということで、

災害での保険の減免というのもできてな

いと思いますので、ぜひ、他市のこともい

ろいろ参考にしていただいて、減免の中身、

よりよいものに変えていただきたいと思

っております。これは要望としておきます。 

 それから、総合事業について、摂津市は、

やはりしっかりと要介護認定を受けて、要

支援ということで判定が出た方に関して

は、専門的なケアで、元気でいつまでもお

られるように、ちゃんとそういう介護のサ

ービスを使っていただくということをし

ていただいているというふうに認識をし

ています。 

 現行相当サービスが、ほぼほぼそのまま

でやっていただいているというのは、すご

くありがたいなというふうに思います。 

 私たちは、訪問型サービスＡとかサービ

スＢですね、Ｂはボランティアですけれど

もね。そういうものについては、やはり、

安上がりなサービスだというふうに思っ

ています。 

 もちろん、先ほど非該当というようなこ

ともありましたけれども、まだ要支援に至
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らない方々に対しては、いろんな形のサー

ビスがあって、それはいいと思います。 

 シルバーであっても、布亀であっても、

ちょっと電球に手が届かないとかね、おう

ちのお掃除をちょっと手伝ってほしいと

か、そういうことをされるのは結構ですけ

れども、やはり、要支援ということになり

ますと、これは、これから先々、介護がも

っと深刻になっていく可能性がある方々

ですから、そこへいかないために、専門的

な見守り、専門的な働きかけ、こういうの

が必要だと思いますので、ぜひとも、そこ

の基本を崩さずにやっていただきたい。安

上がりサービスに流さないようにしてい

ただきたいと思っております。 

 訪問型サービスＢを選ばなかったとい

うことは、大変、非常にすばらしいやり方

だったと思っておりますので、よろしくお

願いします。これについても、要望として

おきます。 

 それから、布亀、シルバー、それぞれヘ

ルパーの資格を持ってらっしゃるという

ことでしたけれども、持ってらっしゃらな

い方もいらっしゃるということで、市の講

習というお話でした。 

 ただ、その市の講習は、やはりヘルパー

の資格を取る大阪府の講習と比べますと

回数も少ないですし、すぐ取れるというも

のではありますけれども、それで本当に専

門的な知識は得られるのかということに

ついては非常に疑問です。大阪府がつくっ

た教材を使っておられると思うんですけ

れどもね。そのことについても、きちんと

これからもしっかり検証しながら考えて

いっていただきたい。できれば、現行相当

サービスのみにしていただければと私は

思っております。 

 チェックリストについては、３人いらっ

しゃったということです。初めてそういう

相談に来られて、まだ要介護認定を受けて

いないんだというような方も、このチェッ

クリストを使ってやられているのかどう

かということについて、お伺いしたいと思

います。 

 先ほど、非該当の方という話があったの

で、これは要介護認定を受けられて、その

後とか、先にチェックリストは受けてたけ

れども、要介護認定もちゃんとしてもらっ

たとか、そういうお話やと思うんですけど、

そこのところをもう一回、きちっと聞かせ

ていただきたいなと思います。 

 それから、地域ケア会議ですね。これに

ついては今、非常に問題が出てきています。 

 介護保険のほうでも、国保と同じように、

いろいろと保険者機能強化推進交付金で

各市町村に点数をつけて、それを配る基準

にして、お金の差異をつけるというふうな

ことが行われるということになってきて

います。 

 本当にこれは大変なことだなと思うん

ですけれども、そこで卒業するようなプラ

ンを立てなければならないとか、いろんな

問題が出てきていると思うんです。 

 この生活援助のケアプランのヘルパー

派遣の回数、これの制限についても、最初

はそれ以上の回数をやってはいけないと

いうような形で厚生労働省の社会保障審

議会では言われていたみたいなんですけ

れども、ただやはり、いろんな反対の運動

もあり、本当に問題となり取り上げられた

人も、実は、その回数がやはり必要だった

んだということも認められる中で、その回

数制限があるから、イコールだめなんだと、

これ以上使ってはいけないんだ、というこ

とにはならなかったと。その回数が問題に

なったときには、それを検証するというこ
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とにとどまったというふうに聞いてるん

ですけど、できるだけ介護サービスを使わ

せないように、給付を少なくするようにと

いうのが背景にありますので、やはり、そ

ういう国からのいろんな問題ってあると

思うんですけれども、先ほどからずっと出

ているように、健康で元気に長生きしてい

ただく、これが本来、一番大切なことです

ので、そこの基本を忘れずにやっていただ

きたいなというふうに思っております。そ

ういう保険者機能強化推進交付金の考え

方について、お聞かせください。 

 それと、介護保険の利用料ですが、これ

については、これから２割にしていくとい

うふうな、そういう考え方も今、出てきて

いるところでございます。本当に利用がで

きなくなる人たちがたくさん発生するの

ではないかと、非常に危惧をしているとこ

ろなんですけれども。 

 この利用料の問題についても、これは要

望にしておきますけれども、ぜひとも摂津

市のほうから、そういうことにならないよ

うにということを、声を上げていただきた

いと思います。 

 以上です。 

○森西正委員長 そしたら、チェックリス

トの件と地域ケア会議については交付金

の考えですね。 

 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 そうしましたら、チ

ェックリストの件についてでございます。 

 こちらのほうは、必ず介護認定を受けて

いただいくということでさせていただい

ております。 

 あと調整交付金についてですね、。 

 地域ケア会議にかかわるということで、

別で、ですかね。 

○森西正委員長 暫時休憩します。 

（午後４時１０分 休憩） 

（午後４時１３分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 それでは、保険者機

能強化推進交付金についての市の考え方

ということについて、お答えいたします。 

 自立型は介護の卒業ということが目的

じゃないかということだったと思うんで

すけれども、そうとは捉えていなくて、増

永委員も先ほどおっしゃったように、健康

で長生きできるという意味での自立とい

うことですので、まずは、介護予防ですね。

それから、重篤な状態にならないというこ

とを目指す介護保険制度を進めていきた

いと考えております。 

○森西正委員長 増永委員。 

○増永和起委員 摂津市のお考えを聞い

て、ちょっとほっとしております。 

 まず、チェックリスト、これは介護認定

をしっかり受けていただくということが

前提になっているということです。 

 チェックリストだけで判断をするとい

うふうな市もありますけれども、そこはお

っしゃられるように、認定をしっかり受け

ていただくことで、本当にケアが必要な方、

サービスが必要な方なのか、まだそこまで

いかれない方なのかということについて

市がしっかりと責任を持って判断してい

ただいているということと思うので、これ

からのその形で頑張っていただきたいな

というふうに思っております。 

 それから、国がいろいろと点数をつけて、

介護給付をできるだけ削減するという、私

は目的だと思っているんですけれども、自

立型というふうなことを言っていますけ

れども、介護保険の本来の目的は、やはり

尊厳を持って、高齢になっても自分らしく
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生きていけるということだと思うんです。 

 その中で自立という言葉も、必ずしも、

介護保険を使わなくなることが自立では

なく、その人らしい生き方をすることとい

うのが自立ということだと思いますので、

ぜひ、そういう観点から、高齢化になって

いきますので、子どもとかそんなんやった

ら、だんだんと成長していって、卒業する

というのもわからなくないんですけれど

も、今の状態を維持できるということもす

ばらしいことだと思うんです、それ以上、

悪くならないように。悪くなっていくとし

ても、それをおくらせるとか、そういうこ

とも含めて、介護のサービスだと思います

ので、これからもぜひ、そういう観点から

取り組んでいただきますよう要望いたし

まして、私の質問を終わらせていただきま

す。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 なければ、以上で質疑を

終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後４時１６分 休憩） 

（午後４時１８分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 討論なしと認め、採決し

ます。 

 認定第１号所管分について、認定するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 賛成多数。よって本件は

認定すべきものと決定しました。 

 認定第４号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 賛成多数。よって本件は

認定すべきものと決定しました。 

 認定第６号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 全員賛成。よって本件は

認定すべきものと決定しました。 

 認定第７号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 賛成多数。よって本件は

認定すべきものと決定しました。 

 認定第８号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 賛成多数。よって本件は

認定すべきものと決定しました。 

 これで、本委員会を閉会します。 

（午後４時１９分 閉会） 
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